
　
　
　
F
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ノ
ー
ト
・

陸

奥
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奥
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一
律
令
時
代
に
お
け
る
地
理
的
諸
問
題
一

秋

山

兀

秀

陸奥の奥郡（秋山）

陸
奥
の
奥
郡

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
陸
奥
は
み
ち
の
お
く
で
あ
っ
た
。
養
老
令
に
も
斜
辺
、
辺
境
と
記
さ
れ
、

大
宰
府
を
持
つ
筑
紫
、
北
辺
と
さ
れ
る
越
と
並
ん
で
特
別
扱
い
を
受
け
て
い

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
。
ま
た
、
の
ち
に
太
平
記
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
半
分
を
占
め
る

程
に
広
い
地
方
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ゆ
延
喜
式
で
は
陸
奥
の
管
郡

数
は
三
五
で
（
倭
名
抄
は
三
六
）
、
郡
数
は
最
高
で
あ
る
（
次
は
武
蔵
の
二
…
郡
）
。

こ
の
よ
う
に
巨
大
な
国
で
あ
る
ゆ
え
に
、
地
勢
や
そ
の
地
域
の
持
つ
歴
史
の

違
い
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
郡
が
集
ま
っ
た
形
で
、
あ
る
ま
と
ま
り
が
国

の
内
部
に
現
れ
る
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
最
も
著
名
な
も
の
は
養
老
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
で
あ
ろ
う
。
こ
の
國
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ

た
に
せ
よ
、
各
々
六
白
・
五
郡
を
持
ち
、
他
国
に
比
し
て
も
十
分
に
一
国
の

規
模
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
目
向
は
五
郡
、
伯
轡
．
石
見
な
ど
は
六
郡
よ
り

成
る
）
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
令
制
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

料
に
散
卒
す
る
黒
川
以
北
十
一
郡
、
名
取
以
南
十
四
郡
な
ど
も
陵
奥
国
内
で

の
区
分
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
ま
た
国
府
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
近
郡
・

　
　
⑥

遠
郡
と
区
別
し
て
い
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
る
奥
郡
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

そ
の
よ
う
な
区
分
を
示
す
こ
と
ば
の
一
つ
で
あ
る
が
、
み
ち
の
お
く
の
く
に

　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
さ
ら
に
お
く
の
諸
郡
と
は
、
陸
奥
と
い
う
辺
境
地
帯
の
中
で
も
最
も
辺
境

的
な
様
相
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
奥
郡
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
例
は
、
続
紀
宝

亀
七
年
十
二
月
丁
零
条
に
「
陸
奥
国
諸
郡
百
姓
戌
山
奥
郡
一
騎
」
と
あ
る
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
じ
め
、
六
国
史
、
三
代
格
な
ど
に
み
え
る
ほ
か
、
奥
州
築
三
年
記
、
吾
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

鏡
な
ど
に
は
「
奥
六
界
」
と
い
う
呼
称
も
み
え
る
。
奥
地
、
奥
邑
な
ど
漠
然
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と
し
た
表
現
は
随
所
に
見
ら
れ
よ
う
。
こ
の
思
草
と
は
具
体
的
に
ど
の
郡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

指
し
た
も
の
な
の
か
。
大
同
五
年
の
太
政
官
符
に
は
「
黒
川
以
北
奥
郡
」
と

あ
り
、
こ
の
時
点
で
奥
郡
と
は
黒
川
郡
以
北
の
諸
事
を
称
し
て
い
る
。
た
だ

以
北
と
い
っ
て
も
漠
然
と
奥
へ
拡
が
る
地
域
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

境
を
持
っ
た
境
域
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
大
同
五
年
に
お
け
る
最

北
の
郡
は
胆
沢
郡
ま
で
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
舌
耕
以
北
の
諸
郡
と
は
最
大
限

こ
の
胆
沢
郡
ま
で
の
諸
郡
で
あ
る
。
更
に
黒
川
以
北
と
い
う
表
現
に
注
目
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
と
、
黒
川
以
北
十
一
郡
、
黒
川
賀
美
等
一
十
郡
、
黒
川
等
一
十
郡
な
ど
と

常
空
つ
の
ま
と
ま
。
虎
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
そ
し
て
特
に
後
二
者
の
場
合
、
こ
れ
ら
十
重
よ
り
も
北
に
栗
原
郡
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
は
桃
生
郡
の
型
置
が
確
か
で
あ
る
の
に
そ
れ
ら
を
含
ま
な
い
の
は
、
そ
の

十
郡
の
間
に
単
に
地
勢
的
条
件
を
越
え
た
（
牡
鹿
郡
は
地
勢
的
に
は
非
常
に
離
れ

て
い
る
）
共
通
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
奥
郡
に
対
し
て
、
後
年
の
奥
六
郡
な
い
し
六
郡
と
呼
ば
れ
る
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

帯
は
吾
妻
鏡
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
現
在
の
岩
手
県
域
、
胆
沢
・
和

賀
・
江
刺
・
稗
抜
・
志
和
・
岩
手
の
出
題
を
指
す
も
の
で
、
浮
囚
長
と
し
て

の
系
譜
を
持
つ
阿
倍
氏
か
ら
清
原
氏
・
藤
原
氏
へ
と
受
け
継
が
れ
た
在
地
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

力
個
有
の
領
域
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
奥
」
の
地
帯
は
律
令
時
代
よ
り

の
司

ムの

＼

レ
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　　図1　東北地方中北部略図と古代城柵跡

　主要都市名……A一一青森，At一秋田，　Es一江刺，

Fk一古川，　Hj一本庄，　Hm一花巻，　Hh一八戸，　Hs．

一弘前，Im一石巻，　Is一一関，　Ki一釜石，　Kk一北

上，Kn一気仙沼，　Mk一宮古，　Mo一盛岡，　Ms一水

沢，Ns一能代，　Om一大曲，　Sd一仙台，　Sj一新庄，

St一酒田，　To一鶴岡，　Yg一山形，　Yt一横手，　Yz一

湯沢

主要河川名……R1一北上川，　R2一鴨淵川，　R3一最

上川，R4一子吉川，　R5一雄物川，　R6一米代川，　R7

一岩木川，

1一図2の範囲，1一図10の範囲
主な古代城棚跡（問題のある遺跡は文献上との概と

の比定はひかえ遺跡名のみを記す。大崎平野の遣跡
は図10参照）

1一宮城郡多賀城町市川多賀城跡，2一栗原郡築館町

城生野馳治城跡，3一胆沢郡前沢町古城明後沢影写，

4一水沢市佐倉河胆沢城跡，5一北上市更木町八天遺
跡，6一紫波郡矢幅村徳田中学校遺跡（徳丹城跡P），

7一鶴岡市大山遺跡，8一東田川郡藤島町藤島遺跡，

9一酒田市楯城山遣跡，10一雄勝郡羽後町足田遣瀬，

11一仙北郡高梨村払田遺跡，12一秋田市寺内高清水

秋田城跡，13一南秋田郡五城目町石崎焼跡，
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陸奥の奥郡（秋山）

更
に
北
へ
進
ん
だ
と
い
え
よ
う
。

　
六
国
史
等
に
散
見
す
る
陸
奥
に
関
す
る
史
料
も
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
奥
郡
や
、

の
ち
の
奥
六
郡
の
地
域
に
関
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
く
、
従
来
古
代
東
北
史

に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
は
、
こ
の
地
域
で
の
事
件
を
対
象
に
し
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
蝦
夷
の
激
し
い
抵
抗
や
、
ま
た
辺
境
ゆ
え
の
特
殊

な
現
象
が
み
ら
れ
る
の
も
こ
の
地
域
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
、
こ

　［：：：｝1　　　E三＝ヨ2　　　匡≡玉茎｝3　　　［＝＝］4

　　　　　　　　　図2　陸奥の奥郡の地勢

1一山地・丘陵地，2一砂礫台地・段丘，3一砂丘・砂州，4一平野・

谷底平野
以上の地形分類は，経済企画庁編：土地分類図（地形分類図），

を簡略化したもの。Is一胆沢扇状地，　Iw一磐井丘陵，　K：h一黒川

平野，Ki一一北上山地，　Kk一黒川丘陵，　N一箆岳丘陵，　Ok一牡

鹿半島，Os一大崎平野　　i一胆沢城，　t一多賀城

1一図11，ll一図6，皿一図3の範囲

八
五
－
九
〇
頁
、
同
『
み
ち
の
く
の
世
界
－
文
化
史
的
考
察
1
』

三
－
三
八
頁
、
同
『
み
ち
の
く
一
風
土
と
心
－
一
』
九
六
七

参
照
。

　
令
で
は
、
職
員
令
大
国
条
、
戸
令
新
付
条
、
軍
防
令
縁
辺
諸
郡
人
居
条
、
公
式

令
諸
国
忌
事
条
、
関
市
令
弓
箭
条
な
ど
参
照
、
ま
た
陸
奥
の
辺
境
性
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、

　
高
橋
富
雄
”
古
代
国
家
と
辺
境
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
古
代
3
）
一
九
六
二
、

参
照
。

の
地
域
こ
そ
、
律
令
政
府
の
フ
ロ
ゾ
デ

ィ
ア
ゾ
ー
ン
と
か
漸
移
地
帯
と
呼
ば
れ

⑰る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域
で
あ
る
。
こ

の
小
論
の
目
的
は
、
こ
の
辺
境
地
帯
の

中
の
主
と
し
て
地
理
的
な
諸
様
相
を
明

ら
か
に
し
、
と
り
わ
け
、
そ
の
地
域
に

よ
る
差
異
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、

辺
境
の
開
発
過
程
の
諸
類
型
の
設
定
を

考
え
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
へ

　
①
み
ち
の
お
く
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い

　
　
て
は
、

　
　
津
田
左
右
吉
『
日
本
古
典
の
研
究
』

　
　
一
九
四
六
　
第
三
章
東
国
及
び
エ
ミ
シ

　
　
に
関
す
る
物
語

　
　
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
』
一
九
六
三
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六
五
　
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
－
八
頁
な
ど
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②
『
太
平
記
』
奥
州
下
向
勢
逢
難
風
条
。

③
石
城
・
石
背
箆
鷺
に
つ
い
て
は
そ
の
年
代
等
を
め
ぐ
っ
て
大
正
初
年
喜
田
貞
吉

　
と
高
橋
万
次
郎
の
間
に
論
争
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
の
結
論
並
び
に
論
争
に
つ
い

　
て
は
左
記
参
照
。

　
　
土
田
直
鎮
…
石
城
石
背
両
照
建
置
沿
革
考
（
『
歴
史
地
理
』
八
三
一
㎜
）
｝
九

　
五
二

④
『
続
紀
』
天
平
十
四
年
正
月
己
巳
条
。

⑤
『
続
紀
』
延
暦
四
年
四
月
辛
未
条
。

⑥
　
『
三
代
格
』
大
同
五
年
五
月
十
一
日
太
政
官
符
鱒
誉
田
運
按
察
使
艸
圏
司
鎮
官

　
年
釈
事
、

　
　
こ
の
場
合
近
郡
と
は
刈
田
以
北
の
諸
郡
、
遠
郡
と
は
儒
書
以
南
の
そ
れ
を
示
す
。

⑦
『
続
紀
』
延
贋
兀
年
五
月
甲
午
条
、
『
三
代
格
』
大
同
五
年
二
月
廿
三
日
太
政

　
官
符
…
応
陸
奥
國
浮
浪
入
調
庸
准
土
人
輸
挾
布
審
、
『
豊
後
紀
』
承
和
四
年
四
月
廿

　
一
日
条
、
同
承
和
七
年
三
月
廿
六
日
条
、
『
三
代
絡
』
承
和
十
年
四
月
二
八
日
太

　
政
官
符
“
応
陸
奥
出
羽
両
拳
浮
浪
人
送
附
本
貫
謝
、
な
ど
。

⑧
『
奥
州
後
三
年
記
』
序
、
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
四
月
二
四
日
条
、
同
五
年
九

　
月
七
日
条
、
同
二
三
目
条
、
な
ど
。

⑨
前
掲
注
⑦

⑩
辺
境
の
郡
は
境
界
を
持
た
な
い
漠
然
と
し
た
拡
が
り
を
持
つ
と
雷
う
意
見
も
あ

　
　
　

　
る
が
、
後
に
の
べ
る
夷
郡
の
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
令
制
郡
で
あ
る
以
上
は
明

　
確
な
境
域
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
。

※
新
野
直
吉
『
古
代
東
北
の
開
拓
』
一
九
六
九
一
三
八
頁
、
同
『
律
令
古
代
の

　
申
果
北
』
　
一
九
六
九
　
　
…
一
二
六
i
入
讐
貝
。

⑪
前
掲
注
④

⑫
『
続
紀
』
神
景
四
年
四
月
癸
巳
朔
条
。

⑬
　
『
続
紀
』
延
腰
八
年
八
月
己
亥
条
、
　
「
…
…
其
牡
鹿
・
小
田
・
新
田
・
長
簡
・

　
志
太
．
玉
造
．
腐
田
．
色
麻
・
賀
美
．
黒
川
等
【
十
箇
郡
、
与
・
織
接
財
田
、
不
・

　
可
二
同
等
↓
…
…
」

⑭
こ
こ
で
今
後
の
議
論
の
た
め
に
、
各
郡
の
史
料
上
の
設
置
年
代
、
初
見
年
代
を

　
列
挙
し
て
お
く
。
な
お
（
）
内
の
郡
は
延
喜
式
・
倭
名
抄
に
見
え
な
い
も
の
で

　
あ
る
。
ま
た
順
序
は
必
ず
し
も
式
抄
に
従
わ
な
い
。

　
　
白
河
郡
一
養
老
二
年
初
見

　
　
磐
瀬
郡
一
同
　
右

　
　
会
津
郡
一
同
右

　
　
耶
麻
郡
－
承
禰
七
年
初
見
、
会
津
郡
よ
り
害
鳥

　
　
安
績
郡
－
養
老
二
年
初
見

　
　
安
達
郡
－
延
喜
｛
ハ
年
安
鮨
棋
郡
よ
・
リ
分
置

　
　
信
夫
郡
－
養
老
二
年
初
見

　
　
刈
田
郡
－
養
老
五
年
柴
田
郡
の
こ
郷
で
新
設

　
　
柴
田
郡
－
養
老
五
年
初
見

　
　
名
取
郡
－
神
判
三
年
初
見

　
　
菊
多
郡
一
養
老
二
年
常
陸
国
警
珂
郡
よ
り
新
設

　
　
磐
城
郡
－
養
老
二
年
初
見

　
　
標
葉
郡
－
同
右

　
　
行
方
郡
一
同
　
右

　
　
宇
多
郡
－
同
右

　
　
伊
具
郡
－
承
和
七
年
初
見

　
　
日
理
郡
－
養
老
二
年
初
見

　
　
宮
城
郡
－
天
平
神
護
二
年
初
見

　
　
（
多
賀
郡
）
1
延
暦
四
年
権
郡
よ
り
真
旦
と
な
る

　
　
（
階
上
郡
）
－
同
　
右

　
　
黒
河
郡
－
天
平
十
四
年
初
見

　
　
賀
美
郡
一
天
平
九
年
初
見

　
　
色
麻
郡
－
延
暦
八
年
初
児
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陸奥の奥郡（秋山）

　
　
（
口
取
郡
）
1
和
銅
山
州
ん
牛
曜
耕
建

　
　
玉
造
郡
一
福
二
三
年
初
見

　
志
太
郡
一
延
暦
八
年
初
見

　
　
長
岡
郡
一
同
　
右

　
新
田
郡
一
神
景
三
年
初
見

　
　
小
細
事
一
天
平
勝
宝
元
年
初
見

　
遠
田
郡
一
天
平
九
年
初
見

　
　
登
米
郡
－
延
麿
十
八
年
初
見
、
同
年
小
田
郡
に
併
合

　
　
（
讃
馬
郡
）
1
延
暦
十
八
年
初
見
、
岡
年
新
田
郡
に
併
合

　
　
（
富
田
郡
）
一
拍
麿
八
年
初
見
、
同
十
八
年
色
麻
郡
に
重
合

　
　
牡
鹿
郡
－
天
平
勝
宝
五
年
初
見

　
　
三
生
郡
－
宝
亀
二
年
初
見

　
　
気
仙
郡
；
弘
仁
元
年
初
見

　
　
三
原
郡
－
神
景
元
年
（
三
年
か
）
新
概
（
後
述
）

　
　
磐
井
郡
－
康
平
五
年
の
存
在
が
陸
奥
二
三
で
確
認
さ
れ
る

　
　
江
刺
郡
；
承
和
八
年
初
見

　
　
胆
沢
郡
－
延
暦
二
三
年
初
見

　
　
（
和
我
郡
）
…
弘
仁
二
年
三
元

　
　
（
二
重
郡
）
－
岡
　
右

　
　
（
娠
波
郡
）
一
同
霧
　
但
延
喜
式
神
名
部
に
は
あ
る

　
　
（
岩
手
郡
〉
一
文
治
五
年
初
見

　
　
瞬
賜
郡
－
和
銅
五
年
初
見
、
問
年
拙
羽
国
に
併
合
。
但
『
臼
本
署
紀
晦
持
統
三

　
　
　
　
　
年
に
み
え
る
優
嗜
曇
郡
は
こ
の
郡
と
思
わ
れ
る
。

　
　
最
上
郡
一
湘
銅
五
年
初
見
、
同
年
出
羽
国
に
併
合

⑮
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
九
月
二
三
日
条
、
「
伝
領
奥
六
郡
」
と
し
て
割
注
に
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
沢
・
和
賀
・
江
刺
・
手
抜
・
志
和
・
岩
手
（
井
と
す
る
写
本
も
あ
る
が
順
序
な
ど

　
　
　
　
　
マ

　
か
ら
み
て
手
と
す
る
べ
き
で
あ
る
）
と
あ
る
。

⑱
高
橋
富
雄
『
奥
州
藤
原
矯
四
代
』
一
九
五
八
二
五
i
三
〇
頁
、
同
“
平
泉
政

　
権
成
立
と
そ
の
権
力
構
造
（
『
日
本
文
化
研
究
所
報
告
軸
瑚
巻
窮
着
筆
）
｝
九
六
四

　
　
周
部
精
一
”
前
九
年
役
と
後
三
年
役
（
日
本
歴
史
地
理
学
土
魂
『
奥
羽
沿
革
史

　
払
硝
贈
所
収
）
　
一
九
　
六

　
　
田
中
喜
多
美
…
安
倍
期
（
『
盛
岡
市
史
』
第
二
分
冊
「
中
世
期
」
）
｝
九
五
～

　
　
板
橋
源
“
陸
奥
阿
倍
民
考
（
穐
岩
手
史
学
研
究
輪
島
〇
）
㎜
九
五
五
、
殉
『
奥
州

　
平
泉
陣
　
一
九
六
七
、

　
　
三
宅
長
兵
衛
”
前
九
年
役
の
再
検
討
（
『
日
本
史
研
究
隠
四
三
）
一
九
五
九

　
　
『
陸
奥
話
記
』
に
は
、
阿
倍
氏
の
棚
と
し
て
小
松
繊
、
石
坂
棚
、
衣
川
柵
、
鳥

　
海
柵
、
大
麻
生
野
棚
、
瀬
原
柵
、
無
沢
尻
棚
、
鶴
脛
柵
、
比
与
鳥
柵
、
厨
川
柵
、

　
魑
戸
概
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
阿
倍
氏
一
族
の
拠
点
で
あ
り
、
ま

　
た
そ
の
地
域
で
の
中
心
集
落
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
阿
倍
氏

　
の
棚
と
、
律
令
敷
府
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
柵
と
の
位
置
関
係
や
、
性
格
の
違
い
な

　
ど
興
味
あ
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
今
は
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
。
律
令
政
府

　
に
よ
る
城
欄
の
研
究
は
数
多
い
が
、
阿
倍
氏
よ
り
藤
原
氏
に
至
る
現
地
勢
力
の
手

　
に
な
諸
棚
館
の
研
究
は
、
若
干
例
を
の
ぞ
い
て
非
常
に
少
な
い
。

⑰
山
田
安
彦
…
東
北
研
本
に
お
け
る
律
令
国
家
の
三
目
地
帯
一
地
域
構
造
の
推
移

　
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
研
究
試
論
i
（
『
立
命
館
文
学
』
一
六
九
）
一
九
五
九
、

同
鱒
東
北
日
本
に
お
け
る
歴
史
的
フ
・
ン
テ
ィ
ア
の
特
質
（
碧
手
史
学
研
究
』

　
一
二
一
二
）
　
一
九
山
ハ
○

　
　
粟
原
薫
”
古
代
に
於
け
る
辺
境
の
研
究
（
朔
北
海
道
学
芸
大
学
紀
要
』
第
～
部

　
四
ー
マ
ニ
）
【
九
五
三

　
　
　
　
　
　
二
　
山
道
と
海
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瑚

　
陸
奥
で
山
道
・
海
道
と
い
う
場
合
二
通
り
の
使
い
方
が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
⑮

海
道
と
砦
城
地
方
・
す
な
わ
ち
釣
書
福
島
県
太
平
洋
沿
岸
地
帯
を
指
す
蜘



　「ma　　　　　　　Fm▼　　　　　　’　■　　　’　　　　弗　　帖Ψ　vxm中’．k「嘱WW’N㌔　’　へ’　mPJ■　wnfi　　㍗　A　v　ア　　　　　　A．一’　v”｝．詩「　　　　　　《　　　　　　　叩　　　　　　　　　　嵐

　　　　　　　　　　　写真北上川の旧流路
　写真は，戦後（1947年11月）に撮られた，原縮尺，約4万5千分の1（紙面の都合
上，さらに約2分の1に縮小）の航空写真である。左下に見える町は佐沼であり，右
上の河が北上川である。佐沼より北東に，広く発達した自然堤防と，その中に刻みこ
まれた旧河道が明らかであろう。旧河道跡は，左上より下方に流れている現在の迫川

に合し，メアンダーをくり返している。

　
　
　
　
①

場
合
で
あ
る
。
第
二
は
、
多
賀
城
以
北
の
奥
郡

地
帯
を
東
西
に
二
分
し
て
使
わ
れ
る
場
合
で
あ

る
。
例
え
ば
天
平
九
年
、
大
野
東
人
が
出
羽
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
②

勝
方
面
に
遠
征
す
る
こ
と
を
記
し
た
史
料
に
、

「
開
昌
山
海
難
道
一
」
あ
る
い
は
「
差
沼
田
夷
遠
田

郡
領
外
従
七
位
上
遠
田
君
雄
人
一
、
遣
昌
海
道
↓

差
昌
帰
服
狭
霧
我
君
計
難
燃
輔
遣
昌
山
道
こ
と

み
え
る
山
道
・
海
道
は
、
多
賀
城
以
南
の
こ
と

で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
山
道
・
海
道
と
い
う

大
区
分
は
奥
郡
の
地
域
の
構
造
の
一
つ
の
基
礎

を
な
し
て
い
る
も
の
て
あ
る
。

　
宮
城
平
野
の
北
端
に
位
置
す
る
多
賀
城
の
北

に
は
東
西
に
高
度
二
百
メ
ー
ト
ル
余
の
黒
川
丘

陵
と
呼
は
れ
る
丘
陵
が
の
び
て
い
る
。
こ
の
丘

陵
を
越
え
る
と
、
東
の
北
上
山
地
の
延
長
部
と

西
の
奥
羽
山
脈
と
の
間
に
は
、
北
上
川
と
奥
羽

山
脈
に
源
を
持
つ
そ
の
支
流
な
ど
の
作
る
、
大

小
の
平
野
と
低
平
な
丘
陵
に
よ
り
、
北
上
川
を

中
心
に
南
北
に
平
野
と
丘
陵
が
交
互
に
並
ん
だ

地
形
が
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
小
論
の
主
と
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し
て
対
象
と
す
る
地
域
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
内
部
で
山
道
と
は
西
部

の
奥
羽
山
脈
の
裾
部
、
当
時
の
郡
で
い
え
ば
黒
川
・
賀
美
・
色
麻
・
玉
造
な

ど
の
諸
郡
か
ら
、
さ
ら
に
栗
原
郡
を
経
て
北
上
川
中
流
域
へ
通
ず
る
地
域
、

即
ち
後
の
延
喜
式
に
載
る
官
道
に
沿
っ
た
地
域
を
指
し
、
海
道
と
は
文
字
通

り
松
島
湾
を
船
で
渡
っ
た
の
か
、
湾
の
沿
岸
を
通
行
し
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
先
の
奥
郡
地
帯
の
東
部
、
北
上
川
流
域
の
諸
郡
（
牡
鹿
郡
桃
生
郡
な
ど
）

と
さ
ら
に
太
平
洋
沿
岸
地
帯
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の

よ
う
な
条
件
か
ら
こ
の
よ
う
な
区
分
が
生
れ
た
の
か
。

　
先
述
の
よ
う
な
地
形
を
も
つ
奥
湿
地
帯
の
中
央
を
南
北
に
流
れ
る
北
上
川

の
周
囲
に
は
現
在
で
も
大
小
の
沼
沢
地
が
残
存
す
る
。
近
世
以
来
最
近
ま
で

続
い
た
品
井
沼
・
伊
豆
沼
・
長
沼
・
由
－
田
沼
・
戸
籍
沼
な
ど
の
干
拓
や
新
田

　
③

開
発
の
行
な
わ
れ
る
以
前
に
は
さ
ら
に
広
大
な
低
湿
地
が
広
が
っ
て
い
た
。

明
治
後
期
の
測
量
に
よ
る
地
形
図
や
近
世
の
絵
図
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
広
大
な
低
湿
地
を
形
成
し
た
主
因
は
い
う
ま
で
も

な
く
北
上
川
で
あ
ろ
う
が
、
北
上
川
は
度
々
改
修
が
な
さ
れ
て
お
り
、
十
分

な
記
録
の
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
旧
流
路
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
議
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
④

多
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
北
上
川
の
流
路
変
遷
に
関
す
る
最
も
古
典
的
な
も
の
と
で
も
い
う
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
『
北
上
川
古
今
沿
革
調
』
に
よ
り
な
が
ら
旧
来
の
説
を
の
べ
る
と
次
の
よ

　
う
に
な
ろ
う
。
（
図
3
参
照
、
〔
〕
内
は
筆
者
の
挿
入
）
「
古
来
本
川
著
名
の
工

陸奥の奥郡（秋山）
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　　　図3　北上川の旧流路の復原

1一山地・丘陵地，2一明治後期の地形図で

低湿地となっている部分，3一同じく沼沢

地。従って低湿沼沢地の状態は近世以前を

示すものではない。

　ローマ字，大文字と小文字の組み合せば

現在の地名を示す（文中参照）。小文字の

みは河川名で下記のとおり。

ar一荒雄川，　ha一迫川，　hu一二仁川，　ka

一三豊沼，ko一小川，　ma一真野川，　na一

夏川，nr一鳴瀬川

広淵沼付近の流路については注の文献や地

形図を参照して暫定的に定めた。従って当

時の北下川の下流部は，現在の定川と同一

路となっている。砂丘列の形成や流路の変

更など沖積期の河口部の地形史が究明され

ねばならない。
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事
を
輝
く
る
に
、
古
昔
の
流
線
は
大
に
現
今
の
も
の
と
異
に
し
て
、
其

詳
細
は
知
る
に
由
な
し
と
難
も
、
本
川
は
旧
と
登
米
郡
米
谷
村
の
西
南
、

浅
辺
村
（
今
は
浅
水
村
地
内
）
〔
図
中
A
地
点
。
以
下
文
字
の
み
に
略
す
。
〕
よ

り
、
蕩
古
淵
堤
防
に
沿
う
て
、
同
素
森
村
と
吉
田
村
と
の
工
芸
を
経
過
し

匝
、
今
の
迫
川
・
流
線
・
入
勢
威
ふ
．
璽
て
今
の
支
川
二
股
川

は
、
当
時
登
米
郡
鱒
淵
村
を
経
て
創
米
谷
村
地
内
釜
を
過
《
本
甲
・
郡

柳
津
村
〔
Y
〕
に
向
て
、
流
通
し
た
る
本
川
の
急
流
に
し
て
、
通
船
の
便
な

き
を
憂
え
、
慶
長
元
和
の
間
、
伊
達
相
模
宗
直
大
土
工
を
起
し
、
水
越
村

地
内
字
川
面
〔
現
登
米
郡
中
田
町
、
K
〕
よ
り
、
西
郡
村
地
内
〔
N
〕
を
湾
曲

に
掘
憎
し
、
堤
防
を
築
い
て
〔
中
田
町
上
沼
大
泉
よ
り
水
越
に
至
る
全
長
七
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
る
、
相
摸
土
手
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
〕

水
路
を
左
に
転
じ
、
之
を
二
股
川
の
流
線
に
導
き
、
米
谷
村
楼
台
〔
R
〕

よ
り
、
本
吉
郡
柳
津
村
茶
臼
館
〔
C
〕
下
に
煮
て
、
小
川
（
小
麻
川
と
も

云
）
を
入
れ
、
桃
生
郡
霧
村
冨
羅
雷
除
の
再
審
長
谷
沼

E
蓬
ぎ
、
飯
野
川
・
合
し
、
同
郡
相
野
谷
村
地
内
亙
・
於
・
、
迫

川
の
流
線
に
会
せ
し
め
た
り
と
。
然
れ
ど
も
、
是
又
急
流
に
し
て
舟
を
行

る
に
堪
さ
る
の
み
な
ら
ず
、
幅
員
僅
に
二
間
内
外
な
り
し
を
以
て
、
野
川

各
村
水
害
甚
し
く
、
人
民
大
に
之
を
苦
め
り
。
是
に
於
て
（
蓋
元
和
年
代

の
事
）
又
柳
津
村
地
内
字
小
麻
〔
Y
〕
に
、
締
切
堤
防
を
築
き
、
本
川
を

導
い
て
遠
田
郡
猪
岡
短
台
村
地
内
月
王
〕
に
至
り
、
迫
川
の
上
流
に
合
せ

　
し
む
。
即
今
の
流
脈
に
し
て
、
爾
後
始
め
て
通
船
の
便
を
得
、
運
輸
の
業

　
漸
く
盛
な
る
の
端
を
発
け
り
と
云
ふ
。
塞
に
大
工
事
と
云
ふ
べ
し
。
是
よ

－
下
流
桃
生
麗
又
村
國
量
・
の
問
も
、
亦
多
劣
等
・
受
け
た

　
る
な
る
べ
し
と
難
も
、
年
代
事
蹟
と
も
考
ふ
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
伊
達
政

　
宗
封
内
産
米
回
漕
の
便
を
謀
り
、
藩
士
川
村
孫
丘
ハ
衛
重
吉
に
命
じ
、
元
和

　
九
年
よ
り
寛
永
三
年
に
至
る
四
年
間
に
於
て
、
鹿
又
以
南
原
野
を
掘
閉
し
、

　
堤
防
を
築
き
新
河
線
を
開
き
、
本
川
を
派
齢
し
て
真
野
川
に
入
れ
、
石
巻

村
［
㎞
］
湊
村
の
間
・
貫
流
・
毒
・
蒙
・
む
。
即
今
の
合
愛
川
曇

　
り
。
」

　
『
北
上
川
古
今
沿
革
調
』
が
ど
ん
な
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
記
事
を

記
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
古
来
よ
り
の
記
録
伝
承
を
つ
な
ぎ
あ
わ

せ
た
結
果
の
記
述
と
思
わ
れ
る
。
伊
達
相
模
以
降
の
複
雑
な
変
遷
に
つ
い
て

も
疑
問
の
箇
所
が
あ
る
が
、
今
は
そ
れ
ら
に
触
れ
な
い
。
本
論
に
関
連
の
あ

る
問
題
点
は
、
森
村
と
吉
田
村
の
間
を
経
て
迫
川
に
合
し
て
い
た
北
上
川
が
、

そ
の
下
流
で
ど
う
流
れ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
全
く
述
べ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
伊
達
相
模
が
工
事
を
行
う
前
に
は
、
浅
水
あ
た
り
よ
り
西
南

に
流
れ
て
い
た
と
い
う
伝
承
（
，
。
）
は
重
要
で
あ
る
。

　
問
題
と
な
る
登
米
郡
北
部
を
航
窒
写
真
や
地
形
図
で
み
る
と
、
中
田
町
上

沼
璽
永
警
N
〕
あ
た
呈
茜
南
西
・
迫
町
佐
沼
〔
s
〕
に
至
・
。
間

に
巾
広
く
自
然
堤
防
や
旧
河
道
（
一
二
は
河
跡
湖
と
し
て
残
っ
て
い
る
）
が
あ
る
。
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⑧

こ
れ
ら
を
過
宏
の
北
上
川
本
流
と
は
み
な
い
意
見
も
あ
る
が
、
そ
の
規
模
か

ら
み
て
一
時
の
氾
濫
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
く
つ
か
の

時
期
の
旧
河
道
が
重
複
し
て
い
る
中
で
、
最
も
明
瞭
な
も
の
は
大
き
く
メ
ア

ソ
ダ
ー
し
な
が
ら
佐
沼
付
近
で
迫
川
に
合
し
、
さ
ら
に
現
在
の
迫
川
に
沿
っ

て
メ
ア
ン
ダ
ー
を
く
り
返
し
な
が
ら
南
流
し
て
い
く
跡
を
残
し
て
い
る
。
薪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り
た
け

迫
川
が
開
墾
さ
れ
る
以
前
の
迫
川
は
、
箆
岳
丘
陵
の
北
を
西
に
大
き
く
迂
回

・
、
蕪
栗
選
言
を
は
・
め
そ
の
沼
沢
地
・
形
成
・
て
い
た
．
筆
者
は
・
、

れ
を
近
世
以
前
の
北
上
川
の
主
流
と
考
え
る
。
従
っ
て
北
上
川
の
旧
河
道
で

従
来
最
も
問
題
・
な
・
て
き
・
建
・
鐸
谷
間
〔
T
㎞
］
の
露
は
、
近

世
以
前
で
饒
題
・
な
ら
な
い
．
米
谷
・
柳
蕎
〔
平
・
］
は
『
沿
藷
』

の
述
べ
る
よ
う
に
二
股
川
の
流
路
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
想
定
さ
れ
た
流
路
は
、
先
述
の
伊
達
相
模
に
よ
る
工
事
の
事
実
や
、
合
戦

ケ
谷
の
あ
た
り
に
大
河
が
あ
れ
ば
水
没
す
る
位
置
に
古
墳
が
あ
る
と
い
う
指

⑨摘
と
も
矛
盾
し
な
い
。
（
一
〇
四
頁
の
写
真
と
図
3
参
照
）

　
山
道
と
海
道
と
い
う
区
分
は
、
こ
の
北
上
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
南
北

に
続
く
広
大
な
沼
沢
や
低
湿
地
の
た
め
に
、
潮
気
地
帯
が
東
西
に
分
断
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
の
に
他
な
ら
な
い
。
東
西
の
交
通
を
は
ば
ん
だ
こ
の
低

湿
地
が
あ
る
た
め
に
、
奥
郡
へ
の
進
出
は
牡
鹿
↓
桃
生
↓
登
米
と
い
う
海
道

と
、
黒
川
↓
玉
造
↓
栗
原
と
い
う
山
道
の
二
つ
の
道
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
。

ま
た
こ
の
流
路
は
東
西
交
通
を
妨
げ
る
と
共
に
、
逆
に
南
北
交
通
に
は
水
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
北
上
川
の
流
路
に
関
連
し
て
二
つ
の
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
中
山
棚
が
米
山
町
中
津
山
と
す
る
比
定
が
正
し
い
と
し
た
場
合
、

低
湿
地
の
真
中
に
あ
る
域
棚
の
性
格
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
は
、
従
来
北

上
川
に
股
が
る
、
と
さ
れ
て
き
た
桃
生
樹
に
つ
い
て
で
あ
る
。

中
山
柵
　
日
本
後
紀
延
暦
一
一
三
年
正
月
十
九
日
条
に
み
え
る
小
田
郡
中
山

響
、
地
名
や
遺
禦
ら
米
山
町
黒
山
E
・
地
熱
定
・
れ
て
い
・
。

こ
こ
は
以
上
の
よ
う
な
流
路
を
想
定
す
る
と
低
湿
地
の
真
中
、
北
上
川
の

本
流
に
沿
っ
た
と
こ
ろ
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
城
棚
の
位
置
と
し
て
適
当

で
は
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
る
。

　
中
山
欄
は
「
小
田
郡
中
山
概
」
と
罪
名
を
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み

て
も
他
の
城
柵
に
比
し
て
、
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

が
、
延
暦
二
三
年
当
時
、
征
夷
の
前
線
は
既
に
胆
沢
方
面
か
ら
志
波
に
ま

で
進
ん
で
お
り
、
小
田
郡
付
近
を
拠
点
に
し
て
征
夷
を
行
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
従
っ
て
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
、
中
山
棚
に
征
夷
の
前
線

基
地
と
し
て
の
性
絡
を
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
東
国
よ

り
運
ば
れ
た
軍
糧
を
胆
沢
・
志
波
へ
送
り
こ
む
た
め
の
北
上
川
水
路
の
中

継
的
交
通
基
地
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
山
欄
も
最
初
は
遠
山
村
あ

た
り
の
征
夷
を
目
的
に
盤
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
征
夷
完
了
の

ユ07 （519）



の
ち
は
北
上
川
水
運
の
基
地
と
し
て
機
能
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
動
詞
町
中
津
山
の
位
置
は
適
切
な
も
の
と
な
る
。
ま

た
中
山
と
い
う
名
は
、
沼
沢
地
の
中
の
丘
、
と
い
う
意
味
と
、
遠
山
に
対

し
て
真
中
あ
た
り
、
と
い
う
意
味
も
あ
ろ
う
。

桃
生
柵
　
続
紀
天
平
宝
字
四
年
正
月
丙
寅
条
の
勅
に
　
「
又
臥
昌
陸
奥
國
牡

鹿
郡
↓
三
山
大
河
一
凌
二
峻
嶺
嚇
二
一
桃
生
柵
こ
　
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
桃

生
梛
の
位
置
は
、
大
河
す
な
わ
ち
北
上
川
に
跨
が
り
、
峻
嶺
を
凌
ぐ
よ
う

な
と
こ
ろ
と
し
て
、
北
上
川
の
流
路
と
密
接
に
関
係
の
あ
る
問
題
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
⑫

取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
筆
者
は
「
跨
昌
大
河
【
凌
＝
峻
嶺
こ
を
「
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

河
に
跨
が
り
綾
嶺
を
凌
ぐ
」
と
読
む
こ
と
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
跨
は

新
撰
宇
鏡
に
「
躇
跨
、
斉
足
癖
踊
之
貌
、
又
、
越
也
、
ア
フ
ド
コ
ム
、
又
、

ヲ
ド
ル
」
、
類
聚
名
義
抄
に
「
跨
、
ワ
タ
ル
・
マ
タ
ガ
ル
・
ア
フ
ド
コ
ブ
」

　
　
　
　
⑭

と
あ
る
よ
う
に
、
マ
タ
ガ
ッ
テ
イ
ル
、
と
い
う
状
態
の
他
に
、
股
に
か
け

て
越
す
、
と
い
う
行
為
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
も
あ
る
。
日
本
書
紀
で
の

　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

周
例
を
み
て
も
両
者
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
凌
も
、
シ
ノ
グ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ほ
か
に
、
コ
エ
ル
・
ノ
ボ
ル
・
ワ
タ
ル
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
「
跨
工
大
河
【
凌
二
峻
嶺
こ
は
「
火
河
を
跨
え
綾
嶺
を
凌
え
」
、
　
す
な
わ

ち
牡
鹿
欄
が
あ
り
早
く
か
ら
開
発
の
進
ん
で
い
た
地
方
（
現
在
の
石
巻
市
、

矢
本
町
方
面
の
砂
丘
地
帯
で
あ
ろ
う
か
）
よ
り
、
北
上
川
を
渡
っ
て
桃
生
地
方

　
　
　
　
⑰

へ
進
出
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
桃
生
棚
自
体
に
、

大
河
に
跨
が
る
、
と
い
う
位
置
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
α

①
『
陰
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
三
蝿
ニ
ニ
二
条
に
あ
る
「
海
道
十
駅
」
は
養
老
年
聞

　
に
石
城
国
に
澄
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
山
道
の
使
用
例
は
見

　
あ
た
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
内
陸
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

②
『
続
紀
臨
天
平
九
年
四
月
戊
午
条
、
そ
の
他
こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
同
神
亀

　
元
年
一
二
月
甲
申
条
、
岡
照
月
丙
申
条
に
み
え
る
「
海
道
蝦
夷
」
、
　
同
延
暦
八
年
一
二

　
月
寒
亥
条
に
み
え
る
「
分
γ
流
入
一
能
地
こ
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

③
　
『
宮
城
県
史
』
8
　
土
木
篇
、
一
九
五
七
参
照

④
只
野
淳
”
北
上
州
の
変
遷
（
前
掲
注
③
所
蚊
）
に
は
諸
家
の
意
見
を
総
括
し
て

　
あ
る
が
、
そ
の
論
調
は
必
ず
し
も
明
解
で
は
な
い
。
特
に
近
世
以
前
の
状
態
に
つ

　
い
て
は
殆
ん
ど
述
べ
て
い
な
い
。
近
世
の
状
態
に
つ
い
て
も
、
芭
蕉
の
『
お
く
の

　
ほ
そ
道
』
に
記
さ
れ
た
行
程
の
関
係
か
ら
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
。

※
金
沢
規
雄
”
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
一
考
察
一
「
松
嶋
」
か
ら
「
平
泉
」
ま
で

　
一
（
『
宮
城
島
育
大
紀
要
飯
二
）
一
九
六
七

⑤
『
仙
台
叢
害
』
第
五
巻
所
収
、
二
四
五
－
六
頁
。

⑥
こ
こ
は
原
文
の
ま
ま
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
「
流
通
し
た
る
」
で
文
を
切
る

　
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑦
只
野
前
掲
注
④
三
七
｝
頁
、
『
宮
城
県
史
』
蜀
観
光
篇
｝
九
五
五
五
三
五

　
一
六
頁
。

⑧
小
出
博
『
矯
本
の
河
川
一
自
然
史
と
社
会
史
一
舗
一
九
七
〇
七
六
頁
。

⑨
喜
田
貞
吉
”
臼
高
見
地
方
見
聞
録
（
『
桃
生
郡
誌
』
所
収
）
引
用
は
金
沢
繭
掲

　
注
④
一
　
〇
一
．
頁
に
よ
る
。

⑩
『
続
紀
隔
宝
亀
七
年
七
月
己
亥
条
に
は
陸
奥
に
船
五
十
隻
を
配
し
た
こ
と
が
み

　
え
る
。

⑪
伊
東
信
雄
輔
古
代
史
（
『
宮
斌
県
史
』
－
古
代
史
・
中
世
史
）
｝
九
五
七
一

　
一
五
頁
。
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⑫
伊
東
信
雄
前
掲
注
⑪
　
三
五
頁
、
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
』
一
九
六
三
二
｝
八

　
－
二
｝
頁
。

⑬
国
史
大
系
本
『
続
日
本
紀
』
の
読
み
方
。

⑭
引
用
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
、
五
二
五
頁
の
頭
注
に
よ
る
。

⑮
漿
行
天
皇
四
〇
年
是
歳
条
、
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
、
雄
略
天
皇
七
年
是
法
条
、

　
顕
宗
天
皇
竃
年
礼
三
条
、
請
明
天
皇
九
年
是
二
条
な
ど
。

⑯
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
条
、
垂
仁
天
皇
後
紀
、
雄
略
天
皇
二
年
十
月
丙
子
条
な

　
ど
の
用
例
参
照
。

⑰
井
上
通
江
『
上
代
歴
史
地
理
新
考
一
東
出
道
』
　
…
九
四
三
　
三
七
二
頁
に
は

　
「
大
河
を
渡
り
二
二
に
逼
り
て
桃
生
柵
を
作
り
…
…
」
と
あ
る
。

三
　
黒
川
以
北
十
郡
一
大
崎
平
野
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
先
に
も
ふ
れ
た
と
お
り
、
　
黒
川
以
北
十
郡
（
牡
鹿
・
小
田
・
厚
田
・
長
岡
・

志
太
．
籔
造
．
冨
田
．
色
麻
畠
．
賀
美
・
黒
川
の
諸
氏
）
は
｛
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
海
道
に
あ
る
牡
鹿
郡
、
黒
川
丘
陵
の

北
、
吉
田
川
の
作
る
小
さ
な
神
積
平
野
に
あ
る
黒
川
郡
以
外
の
残
り
八
郡
は
、

す
べ
て
大
崎
平
野
の
郡
で
あ
る
。

　
大
崎
平
野
は
江
合
川
（
荒
雄
川
）
と
鳴
瀬
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
沖
積
平

野
で
、
そ
の
南
北
堅
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
北
西
南
の
三
方
を
一
〇
〇
メ

ー
ト
ル
前
後
の
低
平
な
丘
陵
に
囲
ま
れ
、
と
く
に
東
北
方
に
は
二
〇
〇
メ
ー

ト
ル
余
の
高
度
を
持
つ
箆
岳
丘
陵
が
そ
び
え
て
い
る
。
現
在
古
川
市
を
中
心

と
し
て
撮
此
最
汰
の
米
ど
こ
ろ
で
あ
る
ガ
、
古
代
以
来
、
」
の
地
方
の
歴
史
の

中
心
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
大
崎
平
野
を
申
心
と
し
た
地
域
が
律
令
政
府
の
大
規
模
な
侵
入
を
受

け
、
令
制
郡
に
組
織
さ
れ
て
い
く
以
前
の
状
態
と
し
て
、
古
墳
文
化
を
簡
単

　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
見
て
お
く
。
中
期
古
墳
の
分
布
を
み
る
と
、
大
崎
平
野
周
辺
と
黒
川
丘
陵

以
南
の
四
域
平
野
の
古
墳
文
化
に
は
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ

大
崎
平
野
は
そ
の
分
布
の
北
限
で
あ
り
、
そ
れ
以
北
の
地
と
の
差
に
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
古
川
市
塚
目
の
大
崎
平
野
西
部
中
央
に
位
置
す
る

　
④

青
塚
は
、
墳
丘
長
一
〇
五
メ
ー
ト
ル
を
持
つ
県
内
第
四
位
の
規
模
の
前
方
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

円
墳
で
あ
る
が
、
色
々
の
点
か
ら
仙
台
市
南
小
泉
に
あ
る
遠
見
塚
と
類
似
し

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
形
態
は
、
両
者
と
も
周
淫
が
あ
っ
て
、
ほ

ぼ
南
北
方
向
の
主
軸
を
持
ち
封
土
も
あ
ま
り
高
く
な
い
。
た
だ
青
塚
は
前
方

部
が
失
な
わ
れ
て
い
て
詳
し
い
こ
と
は
い
え
な
い
。
内
部
構
造
は
、
両
者
と

も
後
円
頂
部
に
長
軸
に
平
行
の
粘
土
榔
で
あ
り
（
青
塚
に
は
木
炭
の
外
被
施
設
が

あ
っ
た
と
い
う
）
副
葬
品
も
、
両
者
と
も
見
あ
た
ら
ず
た
だ
榔
上
に
土
師
壷
が

一
ケ
発
見
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
形
式
は
、
両
者
と
も
南
小

　
⑥

泉
式
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
加
え
て
立
地
の
上
か
ら
も
、
共
に
沖
積
平

野
の
中
央
に
位
貸
す
る
。
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
古
墳
の
傍
に
は
土
師
器
を
多

く
出
土
す
る
集
落
跡
が
あ
る
点
も
共
通
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

代
（
遅
く
と
も
五
世
紀
中
期
の
）
の
大
崎
平
野
に
お
い
て
は
、
黒
川
丘
陵
の
南
と

質
酌
に
大
差
の
な
い
文
化
が
存
在
し
て
℃
允
㍉
～
と
を
示
し
て
い
る
ρ
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に
も
、
ま
た
も
っ
と
北
の
地
域
に
も
随
所
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
円

　
次
の
時
期
に
注
目
す
べ
き
は
小
規
模
な
円
墳
の
群
集
墳
と
横
穴
群
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

色
麻
村
上
郷
古
墳
群
や
古
川
市
塚
原
古
墳
群
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
円
墳
群
が
、

大
崎
平
野
の
西
部
か
ら
西
北
部
に
か
け
て
山
道
の
交
通
路
に
沿
っ
た
か
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

う
に
分
布
し
て
い
る
の
に
対
し
、
横
穴
群
は
岩
出
山
町
川
北
横
穴
群
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
平
野
の
西
端
に
あ
る
も
の
か
ら
涌
谷
町
追
戸
横
穴
群
の
よ
う
に
箆
岳
丘
陵

の
麓
に
あ
る
も
の
ま
で
平
野
の
周
辺
各
地
に
分
布
し
、
さ
ら
に
牡
鹿
郡
方
面

綴
暴
論
認
螺

，
古
称
古
ケ
穴
2
1
泉
ゆ
2

帰
一
呼
崎
保
守
，
花
わ
弟

楓
1
1
（
ケ
・
北
群
一
い
く

口
，
群
矢
山
川
穴
2
3
，
お

寸
群
墳
鳥
館
町
横
，
い
て

…
繍
蝉
茸
義
絶

人
日
町
1
4
　
1
8
柳
葦
手
図

な
い
。

十
郡
の
成
立
　
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
を
考

え
る
際
出
発
点
と
な
る
の
は
和
銅
六
年
の
丹

　
　
　
　
⑭

取
郡
の
蓋
置
で
あ
る
。
こ
の
豪
勇
郡
は
宮
城

平
野
の
名
取
郡
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
が
、

大
崎
平
野
の
玉
造
地
方
あ
る
い
は
そ
の
近
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
黒
川
以
北
十
二
と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
小
規

模
な
郡
が
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
か
は
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

　
倭
名
抄
に
よ
り
こ
れ
ら
の
郡
内
の
郷
を
検
討
し
た
結
果
、
二
つ
の
重
要
な

点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
服
部
昌
之
に
よ
っ
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
た

　
　
⑯

よ
う
に
、
管
郷
士
が
少
な
く
、
か
つ
後
に
合
併
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
最
初
の

　
　
　
　
　
　
　
⑰

竜
郷
数
は
各
々
二
郷
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
郷
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
東
国
の
郡
名
と
同
じ
も
の
を
持
つ
郷
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
で
あ

　　　　　図4　奥郡地帯の古墳分布
A一中期前方後円墳，B一その他の中期古墳，　C一後期以

降の小円墳群，D一横穴群　分布図は，注の文献や，　r全

国遣跡地図（宮城県）』に加えて，様々の方の御数示によっ

て作成した。

　1一仙台市警小泉遠見塚古墳，2一小牛田町京田塚古墳，

3一古川市青塚古墳，4一色麻記念南寺古墳，5一色麻村御

山古墳，6一宮崎町夷森古墳，7一鳴子町石の梅古墳，8一’

大郷町大小寺古墳群，9一色麻村上郷中墳群，10一古川市
日光山古墳群，11一古川市塚原古墳群，12一河北町中島荒：

町付近の円墳群（呼称未定），13一志波姫町域内古墳群，

14一栗駒町蝶矢ケ崎古墳群，15一松山町亀井囲横穴群，16・・

一≡沐木町館山・蟻ケ袋横穴群，17一涌谷町追戸横穴群，

18一岩出山町川北横穴群，19一一迫町川口横穴群，20一若’

柳町上畑岡横穴群，21一石越町山根前横穴群，22一花泉町

杉山古墳群，23一花泉町阿鱒沢古墳（22，23の古墳群は岩

手県域に多い，いわゆる蝦夷塚型式のものであるが，分布
図には示しておく），24一本吉町大谷蝦夷寄子墳群。

墳
群
も
横
穴
群
も
分
布
の
土
で
は
先
の
中
期

古
墳
の
そ
れ
を
は
る
か
に
越
え
て
広
が
っ
て

　
⑫い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
の

一
部
に
は
律
令
政
府
の
力
に
よ
る
新
し
い
勢

力
の
直
接
の
侵
入
を
示
す
も
の
も
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑬

が
予
想
さ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
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陸奥の奥郡（秋山）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
。
例
は
少
な
い
が
同
じ
こ
と
は
出
羽
に
も
み
ら
れ
る
。
古
代
に
あ
っ
て
あ

る
地
域
の
佐
民
が
ま
と
ま
っ
て
移
住
し
た
際
に
前
脚
地
の
地
名
を
そ
の
新
集

落
の
名
と
す
る
こ
と
は
、
奈
良
盆
地
や
近
江
湖
東
平
野
に
あ
る
国
名
地
名
㊨

　
⑳

場
合
に
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
陸
奥
へ
の
東
国
よ
り
の
移
民
の
場
合
に
も

同
じ
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
陸
奥
経
営
に
あ
た
っ
て
東
国
系
の
氏
族
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
は
様
々
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
直
接
移
民
が
平
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

わ
れ
た
こ
と
が
、
史
料
に
詑
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
霊
亀
元
年
に
見
ら
れ
る

相
模
な
ど
東
国
六
国
の
富
民
千
戸
を
陸
奥
に
配
す
る
と
い
う
例
は
、
他
に
例

を
見
な
い
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
陸
奥
に
配
す
る
、
と
漠
然

と
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
移
民
の
対
象
と
な
っ
た
地
域
は
黒

川
以
北
十
郡
の
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
先
に

の
べ
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
郡
の
郷
名
に
本
国
の
郡
名
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
ら
の
国
と
こ
の
六
国
と
は
一
致
す
る
。
ま
た
大
崎
平
野
の
瓦
窯
跡
で
焼

か
れ
た
瓦
に
「
相
」
　
「
上
」
　
「
常
」
　
「
毛
」
な
ど
菓
国
に
関
係
す
る
文
字
を

刻
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
地
に
東
国
よ
り
の
移
住
が
行
な
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
瓦
窯
跡
で
焼
か
れ
た
最
も
特
徴
的

な
瓦
で
あ
る
重
弁
蓬
花
文
鐙
瓦
の
文
様
は
、
近
江
園
の
百
済
文
化
の
影
響
が

　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
近
江
か
ら
の
直
接
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

東
国
で
も
大
き
な
勢
力
と
な
っ
て
い
た
帰
化
人
集
団
が
、
大
規
模
な
移
住
に

加
わ
っ
て
こ
の
よ
う
な
文
様
や
技
術
を
後
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
多
賀

城
・
同
廃
寺
を
主
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
瓦
が
、
多
賀
城
周
辺
で
は
な
く
遠

く
離
れ
た
大
崎
平
野
で
焼
か
れ
た
の
は
（
国
分
寺
の
瓦
は
仙
台
市
北
郊
の
瓦
窯
跡

で
焼
か
れ
た
）
、
こ
の
時
に
造
瓦
の
技
術
を
持
つ
人
々
は
、
大
崎
平
野
に
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
「
霧
民
千
戸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
は
人
数
に
す
れ
ば
一
郷
戸
平
均
二
五
人
と
し
て
も
、
二
万
五
千
人
と
い
う

大
規
模
な
移
民
で
あ
る
。
し
か
も
寓
民
と
あ
る
か
ら
に
は
、
帰
化
人
な
ど
も

含
め
た
先
進
些
事
術
を
保
有
し
た
集
団
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
等
が
一

括
し
て
、
未
だ
令
制
郡
に
組
織
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
黒
川
以
北
の
土
地
に

移
住
し
た
と
す
る
な
ら
、
骨
質
に
よ
れ
ば
千
戸
か
ら
は
小
郡
単
行
が
作
ら
れ

る
。
こ
れ
は
黒
川
以
北
十
郡
と
数
の
上
で
は
一
致
す
る
が
、
単
な
る
偶
然
で

あ
ろ
う
か
。

　
先
に
簡
単
に
み
た
中
期
古
墳
文
化
か
ら
も
、
ま
た
地
勢
的
に
も
、
大
峰
平

野
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
時
に

少
な
く
と
も
八
郡
（
霜
取
郡
が
存
続
し
て
い
る
な
ら
九
郡
）
に
分
割
さ
れ
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

現
地
に
お
け
る
自
生
的
地
域
を
継
承
し
た
か
ら
、
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、

燃
し
く
移
住
し
た
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
前
事
地
で

の
地
縁
関
係
を
保
持
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
移
住
に
際
し
て

従
来
こ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
住
民
が
逆
に
陸
奥
以
外
へ
、
強
制
移
住
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
れ
た
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
陸
奥
か
ら
他
国
へ
送
ら
れ
た
俘
囚
が
、
多
数
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　　　　　　　　　　　　　　図5腓地整理以前
　　　明治34年測量の5万分の1地形図「古川」の～部である。古川の北西部，旧東大崎村志

　　田村などの平乙部に，直交する道路や水路が認められる。次に示す地籍図は，爽大崎村新

　　田の集落のすぐ近くの部分である。その南，塚ノ目にある神社は，前方後円墳釜塚の後円

　　部の上に建っており，集落の周辺では土師器を供なう竪穴fL居肚群が発見されている。図
　　中左中央には耳取の地名がみえる。なお，A、　Bは各々，菜切谷廃寺跡と伏見廃墨跡の位

　　置を示す。またma　6の地籍図は図中C付近のものである。

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
大
崎
平
野
全
体
の
住
民
と
は
思
え

な
い
。
そ
れ
ら
は
、
の
ち
に
度
々
起
る
叛
乱
鎮
圧
の
結
果
、
行
な

わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
に
よ
る
限
り
、
現
地
勢
力
に
よ
る

大
規
模
な
叛
乱
が
お
こ
る
の
は
、
む
し
ろ
大
崎
平
野
以
北
に
律
令

政
商
の
進
出
が
行
な
わ
れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
黒
川
以
北
十

郡
の
建
郡
に
あ
た
っ
て
は
、
東
国
よ
り
の
移
住
者
を
主
体
と
し
、

現
地
勢
力
と
は
融
和
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
大

崎
平
野
以
北
に
も
、
政
策
上
の
融
和
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
す

の
が
、
こ
の
の
ち
数
年
の
間
に
み
え
る
香
河
村
、
閑
村
、
田
夷
町

な
ど
夷
村
へ
の
「
建
郡
家
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
凝
し
く
は
第
四

章
に
の
べ
る
）
。

　
次
に
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
郡
の
景
観
に
関
連
す
る
若
干

の
鎖
題
を
、
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
遺
跡
を
手
が
か
り
に
述
べ
て

み
た
い
。

　
大
崎
平
野
で
は
古
墳
晦
代
既
に
中
央
部
ま
で
人
々
の
居
住
が
進

ん
で
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
塚
目
住
居
跡
は
海
抜
二
一
メ
ー

ト
ル
余
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
鉄
農
具
も
発
見
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
ら
し
て
、
進
ん
だ
農
耕
の
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

そ
し
て
東
図
よ
り
の
移
民
に
よ
っ
て
、
郡
郷
制
に
枠
づ
け
ら
れ
た

政
治
・
社
会
組
織
の
も
と
で
条
里
制
に
も
と
つ
く
土
地
瀾
発
が
進
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ら
め
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
陸
奥
の
条
塁
制
は
黒
川
盆
地
ま
で
は
確
認
さ
れ
て
い
た
。
大
崎
平
野
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
地
名
の
上
か
ら
は
そ
の
存
在
が
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、
耕
地
整
理
以
前
の

　
地
割
を
示
す
明
治
三
四
年
測
量
の
五
万
分
一
地
形
図
や
明
治
期
の
地
籍
図

　
に
よ
る
と
、
大
崎
平
野
の
西
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
広
範
に
方
格
地
割
の

　
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
平
野
全
体
の
条
里
復
原
は
未
完
成
で
あ
る
が
、
そ

　
の
一
部
を
示
し
て
お
く
。
一
町
毎
の
方
書
は
ほ
ぼ
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、

坪
内
の
地
割
は
長
地
渋
や
半
折
型
と
い
う
よ
う
な
範
疇
に
入
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
を
古
代
の
条
里
制
下
の
地
割
と
す
る
根
拠
に
は
欠
け
る
が
、

　
　
　
図
6

高
～

合

同
じ
く
東
北
地
方
の
各
所
で
確
認
さ
れ
て
い
る
事
例
に
従
っ
て
、
そ
の
可

能
性
を
暗
示
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
条
里
に
関
逮
し
て
い
わ
ゆ
る
辺
境
里
村
な
る
も
の
に
つ
い
て
少

し
述
べ
て
お
く
。
総
理
令
の
縁
辺
諸
郡
人
法
条
に
「
隠
釦
一
業
塁
内
一
安
置
」

と
あ
る
こ
と
よ
り
、
辺
境
地
域
の
村
落
は
す
べ
て
周
囲
に
防
塁
を
施
し
た

　
⑭

も
の
と
考
え
ら
れ
た
り
、
そ
こ
ま
で
極
端
で
は
な
く
と
も
長
大
な
墾
塁
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
囲
ま
れ
た
地
域
が
鑑
村
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し

ま
ず
養
老
令
の
文
章
が
、
日
本
で
の
具
体
的
な
も
の
を
考
慮
し
た
も
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ど
う
か
が
疑
問
で
あ
る
。
多
賀
城
に
お
い
て
も
外
郭
の
土
塁
と
さ
れ
て
い

古
川
市
（
旧
東
大
崎
村
）
新
田
の
地
籍
図
｝
部
、
上
－
字
南
構
、
下
－
字
上
県
田
、
中
山

V
　
＞

V
　
V
　
V

合

介

合
　
　
合

コv［v

合

v

v
　　　VIVv

V／v

　　　合v

2町

介

〉
　
　
介

V
　
V

　
　戸

馬
…
蔚
　
　
，
　
7
v
5
碧

0
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⑰

　
た
も
の
が
築
地
塀
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
条

　
里
制
が
広
範
に
施
行
さ
れ
て
い
る
平
野
に
辺
境
野
村
と
い
う
よ
う
な
特
殊

　
な
村
落
形
態
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
由
熱
帯
北
部
嶋
で
発
見
さ

　
れ
た
お
よ
そ
八
世
紀
こ
ろ
の
集
落
遺
跡
で
は
集
落
園
郭
と
み
な
し
う
る
遺

　
構
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
方
八
丁
と
い
う
遺
称
を
持
つ
辺

　
境
的
計
画
集
落
と
思
わ
れ
る
遺
構
も
、
密
度
高
く
分
布
す
る
の
は
胆
沢
地

　
方
に
限
ら
れ
る
。
特
に
黒
川
以
北
十
郡
の
地
域
に
全
く
見
ら
れ
な
い
の
は
、

　
こ
の
地
域
が
条
里
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
村
落
形
態
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
ろ
う
。
又
伊
治
城
・
桃
生
城
・
新
田
稠
な
ど
の
防
塁
線
と
呼
ば
れ
て
い
る

　
も
の
に
つ
い
て
も
、
私
見
に
よ
る
限
り
そ
の
よ
う
な
性
格
の
遺
構
の
存
在

　
は
疑
問
で
あ
る
。
［
般
に
陸
奥
辺
境
地
域
と
い
う
こ
と
か
ら
、
即
座
に
蝦

　
夷
の
攻
撃
の
危
険
性
へ
の
防
禦
、
な
ど
と
い
う
特
殊
性
が
観
念
的
に
過
大

　
に
強
調
さ
れ
る
嫌
が
あ
る
と
思
う
。
少
な
く
と
も
黒
川
以
北
国
郡
の
地
域

　
は
、
開
拓
当
初
に
は
危
険
極
ま
り
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
は
な
か
っ

　
た
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
性
は
地
域
的
に
は
伊
治
城
以
北
の
地
域
で
初
め
て

　
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
大
崎
平
野
の
周
辺
で
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
主
な
古
代
の
遺
跡
を
、
古
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
分
布
を
中
心
に
示
し
た
の
が
図
7
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
文
献
に
見

え
る
諸
臨
監
へ
の
比
定
が
、
従
来
最
も
議
論
の
多
い
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
個
々
の
紅
血
を
詳
し
く
説
明
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

近
発
掘
さ
れ
た
伏
見
廃
寺
跡
の
確
認
に
よ
り
、
従
来
の
考
え
に
再
考
を
要
す

る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
寒
国
へ
の
比
定
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し

て
ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
、
あ
る
い
は
散
布
地
が
平
野

の
西
部
か
ら
西
北
部
、
北
部
の
丘
陵
と
平
野
の
接
触
線
付
近
に
分
布
し
、
そ

れ
も
単
に
散
在
す
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
遺
跡
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て

ほ
ぼ
等
距
離
（
約
五
キ
μ
メ
ー
ト
ル
）
に
分
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た

黒
川
以
北
十
郡
の
申
の
八
郡
が
こ
の
大
崎
平
野
に
あ
る
が
、
こ
の
遺
跡
の
分

布
は
平
野
の
周
辺
都
に
お
け
る
同
規
模
の
小
郡
の
成
立
と
関
連
す
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
即
座
に
こ
の
古
瓦
の
分
布
地
が
郡
家
で
あ
る
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
各
々
小
郡
な
が
ら
も
例
え
ば
寺
院
の
よ
う
に
何
等

か
の
中
心
機
能
を
持
つ
施
設
を
郡
域
の
中
心
位
澄
に
持
っ
て
い
た
と
す
る
こ

と
は
で
き
よ
う
。
大
崎
平
野
の
釣
棚
が
郡
家
機
能
を
兼
ね
て
い
た
と
い
う
指

⑲摘
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
郡
家
は
一
般
的
に
は
あ
く
ま
で
在
地
勢
力
に
よ

っ
て
維
持
さ
れ
る
地
方
的
施
設
で
あ
り
、
城
禰
は
鎮
守
府
の
前
線
基
地
と
し

て
の
中
央
的
施
設
で
あ
る
が
、
中
央
の
政
策
に
従
っ
て
東
国
移
民
を
中
核
と

し
て
作
ら
れ
た
黒
川
以
北
十
郡
に
あ
っ
て
は
、
郡
家
の
性
格
も
一
般
と
は
異

な
り
、
最
初
は
郡
家
も
特
に
独
立
し
て
作
ら
れ
ず
、
諸
機
能
が
一
つ
の
施
設

で
果
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
一
つ
の
遺
跡
の
セ
ッ
ト
の
中
で
の
、
三
跡
相
互
の
位
置
を
考
察
し
た

い
・
・
れ
ら
の
遺
跡
の
中
で
発
禦
行
な
わ
れ
た
の
は
・
蕩
薩
寺
晦
と

1］4 （526＞
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1，2一古瓦｝：巳土遺跡，1は特に，多賀城式重弁蓮花文鐙瓦を1点でも，その中に含む遺跡。

3一同瓦の瓦窯跡と確認されているところ。4，5一岡瓦の供給関係，4は多賀城への供給

を召す。

遺跡名……A一古娼葡三一lr按養寺跡F一古川市伏見廃寺跡1c一色麻村一関遺跡J
一中新田町城生遣跡，Hd一色麻村日の出山瓦窯跡，　Hg一宮崎町賀美石束山遺跡，1〈o一

田尻町小松大崎八幡遺跡，Ki一二鷹町木戸瓦窯跡，　M一古川市名生遺跡，　N一中新田jlT

菜切谷廃寺跡，So一古川市小林荘厳二二瓦窯跡，

地名……皿一佐取，n一大墨壷村，　s一四竈，　t一高城。　遺跡を中心に描いた円は決し

て郡の領域そのものを示したものではないが，理念的なブランとして，このような閥が存：

在したのではないか，と考えたことによる。近接している二つの遺跡は，直径10町の円の

中に入り，藏径50町の円を描くと，1，H，　mはほぼ接する。皿を中心に三方に，新考が
建設されたごとくである。1は賀美郡，lfは丹取郡，皿は色麻郡，　Nは玉造郡，　Vは長岡

郡であると推定する。田，畷は，各々富田郡，新UI郡を意図して画いたが，中心になる遺

跡が発見されていない。小松大崎八幡遺跡は本文に述べたように古代の新田郡関係のもの

としては疑わしい。志太郡，小田郡についても，不明である。

態
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
両
毒

院
跡
か
ら
約
一
、
0
1
一
、
ニ
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
の
距
離
の
と
こ
ろ
に
、
城
欄
跡

と
考
え
ら
れ
て
い
る
遺
物
散
布
地
や
遺

構
が
あ
る
。
長
岡
郡
の
中
心
と
考
え
ら

れ
る
、
古
川
市
北
郊
、
三
輪
田
安
養
寺

跡
の
西
下
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
茂
木
に

も
布
目
瓦
の
散
布
が
み
ら
れ
、
同
様
の

セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
る
。
多
賀
城
内
城

跡
と
同
廃
寺
跡
と
の
距
離
は
二
一
、
ニ

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
大
王
平
野
の

遺
跡
の
セ
ッ
ト
の
中
に
み
ら
れ
る
距
離

に
等
し
い
。
と
り
わ
け
菜
切
谷
廃
寺
の

創
建
に
使
用
さ
れ
た
瓦
は
、
多
賀
城
・

同
廃
寺
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

同
時
期
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
遺
跡
相
互
の
距
離
も
等
し
い

と
い
う
こ
と
は
、
多
賀
城
・
同
廃
寺
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

プ
ラ
ン
を
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
し
た
も
の
が

伏
見
廃
寺
跡
の
み
で
、
他
の
遺
跡
の
実
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大
崎
平
野
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
多
賀
城
廃
寺
や
菜
切
谷
廃
寺
・
伏
見
廃
寺
は
各
々
髄
腔
の
付
属
寺
院
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
て
い
る
が
、
そ
の
付
屈
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
大
宰
府
で
は
政
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
東
に
二
町
隔
て
て
観
世
音
毒
が
あ
り
、
秋
田
城
の
四
天
王
寺
は
内
城
の
東

南
嬉
々
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
。
付
属
寺
院
と
称
す
る
も
の
も
、
そ
の
距
離

が
こ
の
よ
う
に
様
々
で
あ
る
の
は
、
機
能
上
の
連
関
も
必
ず
し
も
単
一
で
は

な
い
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
か
、
書
し
く
は
後
考
に
期
し
温
い
。
ま
た
誠

図8－1 菜切谷廃寺と多賀城附近
（説明は次ページ参照）

柵
も
国
府
と
同
じ
よ
う
に
方
々
プ
ラ
ン
を
持
つ
、
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
か
あ

　
ゆ

る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
城
柵
そ
の
も
の
は
、
都
市
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
さ
ら
に
大
き
な
プ
ラ
ン
の
中
に
計
画
的
に
組
み
込
ま
れ
た
一
つ
の
施

設
と
考
え
た
い
。
多
賀
城
周
辺
で
は
、
南
而
外
郭
築
地
線
と
多
賀
城
廃
寺
の

中
軸
線
と
は
薩
交
し
（
N
プ
E
）
、
ま
た
両
遺
跡
の
間
の
地
割
に
も
そ
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
沿
う
も
の
が
あ
る
こ
と
よ
り
、
広
域
な
計
画
性
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
る
。

大
絹
平
甥
の
諸
還
跡
の
場
合
、
発
掘
例
も
少
な
く
、
表
面
上
な
後
世
の
調
誠
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陸奥の奥郡（秋山）

　　

@　

@　

@　

A
灘

囎
義
翻

轟熱

嚢
星
置

懸
轟

撫黒磯
灘
灘
灘
鞭

　
ひ
　
ギ

簸
、

繋
　　　　　　　　　　　図8－2　菜切谷廃寺と多賀城附近

　地形図1と航空写真は中新田町菜切谷・城生附近を示すものである。地形図1の点線内

は上の航空写真の範囲である。菜切谷廃寺（写真矢印）の中軸線の傾きとその西の谷にあ

る地割の方向と一致することに注意。城生にある神社（観音堂）附近からは布目瓦などの

遺物が発見され，また以前には土塁や空堀もあったというがそれが古代城棚田であるとす

る材料はまだない。地形図2で，多賀城と同廃寺の位置関係を示す。a，　bは廃寺の伽藍

配置の中軸線であり，cは多賀城の南北中軸線である。　bと外城南辺の方向とは一致し，

同方向の水路・道路も認められる。

が
甚
し
く
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
菜
切
谷
廃
寺

の
中
軸
線
の
方
向
と
、
城
柵
跡
と
さ
れ
る
城
生
遺
跡
と
の

間
の
谷
に
残
る
地
割
の
方
向
と
は
等
し
い
。
今
後
、
単
一

の
施
設
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
含
む
機
能
的
に
一
体

と
な
っ
た
、
よ
り
広
い
範
囲
に
於
け
る
計
画
性
を
問
題
に

し
た
い
。

　
こ
こ
で
城
柵
や
郡
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
比
定
す
る
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
ま
ず
問
題
に

な
る
の
は
、
色
麻
・
玉
造
両
棚
の
位
置
で
あ
る
。
色
麻

郡
は
現
在
の
色
麻
村
四
竈
を
含
む
範
囲
、
玉
造
郡
は
倭

名
抄
の
府
離
郷
の
遺
称
地
、
古
川
市
伏
見
（
伏
見
廃
寺
の

所
在
地
）
付
近
を
含
む
範
囲
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な

か
ろ
う
が
、
式
抄
の
郡
名
記
載
順
序
や
延
喜
式
駅
家
の

順
序
よ
り
、
隣
接
す
る
と
思
わ
れ
る
両
郡
の
境
界
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
位
置
的
に
は
伏

見
廃
寺
・
名
生
遺
跡
が
玉
造
柵
（
塞
）
に
適
当
で
あ
る

　
　
　
　
　
⑭

こ
と
は
佐
々
木
の
論
証
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。
従
っ

て
次
の
問
題
は
色
麻
概
の
位
置
で
あ
る
。
菜
切
谷
廃
寺

創
建
期
の
瓦
は
多
賀
城
式
重
弁
蓮
花
文
鐙
瓦
を
主
体
と
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　図に示したのは色麻村四民付近のいくつかの小字の地籍唐薯合したものである。周辺部
の亀甲状の小面積の田よりなる地割に対照して，中央部，現夜村役場などの建つ集落であ
る都分の，道路・水路の直交する地割が目立つ。「仙台領古城辻｝上」にある四竈城は，32
闘×22聞の大きさであり，その規模は図中aの水路にかこまれた部分に糊当する。しかし，
図でみる限りbの部分を中心に，1，2，3，と三重の濠がめぐらされているようである。
申世城館の復原は本論の目的ではないので詳しくは触れない。聞題は，この中世城館以前
に、古代の何らかの施設があったのではないかという点である。2の部分に方2町，3の
部分に方3町の方格地割が認められるようではあるが，何等かの古代の遺構と断定しうる
ものではない。
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陸奥の奥郡（秋出）

　
　
　
　
㊥

す
る
も
の
で
、
多
賀
城
・
同
廃
寺
と
菜
切
脇
門
寿
の
創
建
（
精
確
に
は
瓦

葺
き
の
軍
扇
）
は
ほ
ぼ
同
時
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
、
伏
見
廃
寺
の

そ
れ
は
山
田
寺
系
重
弁
蓮
花
文
鐙
瓦
を
主
体
と
し
た
も
の
で
、
時
期
も
下

　
　
　
　
　
⑧

る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
、
重
弁
蓮
花
文
の
も
の
が
少
量
含
ま
れ
て
い
て

も
、
二
次
的
使
用
に
よ
る
も
の
と
し
て
説
明
が
つ
く
。
さ
て
玉
造
・
色

麻
・
新
田
な
ど
大
崎
の
諸
棚
を
、
多
賀
城
と
同
時
期
に
創
ら
れ
た
も
の
と

　
　
　
＠

す
る
菟
解
は
、
菜
切
谷
廃
寺
を
玉
造
柵
関
係
の
も
の
に
比
定
す
る
こ
と
を

基
礎
と
す
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
玉
造
棚
を
伏
見
廃
寺
を
含
む
遺
跡
に
比

定
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
菜
切
谷
廃
寺
を
色
麻
棚
関

係
の
略
の
と
す
る
見
解
で
は
、
色
麻
郡
の
範
囲
が
嶋
瀬
川
の
南
北
両
側
に

と
ら
れ
る
が
、
地
勢
的
に
は
鳴
瀬
川
が
郡
界
で
あ
る
と
す
る
方
が
よ
り
自

然
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
見
解
で
は
、
玉
造
柵
と
す
る
伏
見
廃
寺
と
、
色

麻
棚
と
す
る
藥
切
谷
廃
寺
の
創
建
時
期
の
違
い
が
説
開
で
き
な
い
。
色
麻

擶
の
み
が
、
諸
等
の
中
で
優
位
に
、
あ
る
い
は
特
に
早
く
創
建
さ
れ
る
理

由
は
な
い
。
む
し
ろ
菜
切
谷
廃
寺
は
、
お
そ
ら
く
同
時
に
作
ら
れ
た
奥
十

郡
に
闘
係
す
る
玉
造
・
色
麻
の
棚
よ
り
も
古
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
で
大
崎
平
野
に
お
け
る
最
初
の
正
式
の
令
制
的
な
動
き
と
し
て
、
丹

取
郡
の
建
置
が
あ
り
、
丹
取
軍
団
の
設
置
が
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
の
べ
た
。

先
述
の
論
点
と
併
せ
、
筆
者
は
菜
切
谷
一
城
生
遺
跡
を
、
丹
取
軍
団
関
係

の
も
の
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
亀
元
年
経
国
よ
り
千
戸
の
移
民
が
行

な
わ
れ
る
ご
年
前
、
和
銅
六
年
遣
取
郡
が
建
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
と
前
後

し
て
丹
取
軍
団
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
神
亀
五
年
玉
造
軍
団
と
改
名
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
知
ら
れ
る
。
こ
の
丹
取
郡
・
丹
取
軍
団
は
大
規
模
な
移
民
に

よ
る
開
拓
の
先
駆
け
を
な
し
た
も
の
で
、
大
崎
平
野
を
「
望
の
下
に
見
渡

し
得
る
こ
の
菜
切
谷
・
城
生
付
近
を
選
ん
で
開
発
の
拠
点
と
し
て
置
か
れ

た
の
で
は
な
い
か
。
菜
切
谷
の
北
東
に
耳
取
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
、
丹

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

取
の
遺
称
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
難
事
郡
を
足
が
か
り
と
し
て
霊
亀
代
に
黒

川
以
北
十
郡
が
建
屋
さ
れ
る
。
書
取
軍
団
は
神
亀
五
年
に
よ
り
北
の
玉
造

の
地
に
移
さ
れ
、
そ
れ
に
前
後
し
て
銭
取
郡
は
玉
造
郡
に
併
合
さ
れ
た
も

　
　
　
　
㊥

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
専
院
は
平
安
期
ま
で
存
続
し
た
こ
と
は
、
補
充
さ

れ
た
瓦
が
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
単
に
軍
団
鎮
護
の
た
め
以
上

に
、
地
域
の
文
化
的
中
心
と
し
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
性
格
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
次
に
色
麻
町
に
つ
い
て
は
旧
説
以
上
、
特
に
の
べ
る
こ
と
は
な
い
。
天

平
九
年
大
野
東
人
の
遠
征
の
記
事
よ
り
、
色
麻
村
の
位
置
は
適
豪
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

い
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、
出
羽
へ
の
交
通
路
の
入
口
で
あ
る
賀
美
郡
へ

の
交
通
上
の
便
宜
は
、
城
生
と
色
麻
村
一
関
と
で
そ
れ
ほ
ど
違
う
も
の
と

は
思
え
な
い
。
一
関
の
他
に
色
麻
村
四
窟
、
現
在
の
県
道
の
西
に
は
地
籍

図
や
航
空
写
真
で
方
格
プ
ラ
ン
を
確
認
で
き
る
。
お
そ
ら
く
仙
台
領
古
城

書
上
に
見
え
る
四
驚
城
跡
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
平
地
に
立
地
す
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る
城
館
の
前
身
が
、
古
代
の
中
心
機
能
を
持
っ
た
何
等
か
の
施
設
で
あ
る

　
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
（
図
九
参
照
）

　
　
牡
鹿
町
や
薪
照
棚
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
新
田
郡
は
、
田
尻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
町
八
幡
－
小
松
地
区
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
地
形
駒
に
適
嶺
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
し
、
出
土
す
る
瓦
の
主
体
は
平
安
中
期
以
降
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
糧
悪

　
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
北
の
瀬
峰
町
大
里
中
村
は
新
田
郡
魯
村
費
の
遺
称

　
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
こ
の
付
近
に
求
め
ら
れ
な
い
か
と
考
え
る
。

　
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
過
程
と
そ
の
姿
は
以
上
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
こ

の
地
域
は
古
墳
時
代
を
通
じ
て
、
在
地
勢
力
の
手
に
よ
り
開
発
が
進
め
ら
れ

て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
東
国
か
ら
の
先
進
三
目
術
を
持
っ
た
人

々
の
移
住
に
よ
り
、
地
域
の
開
発
の
主
体
は
移
総
立
の
手
に
移
っ
た
。
周
闘

の
在
地
勢
力
は
彼
等
と
融
和
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
結
果

新
し
く
生
ま
れ
た
景
観
は
条
里
制
を
基
調
と
し
た
も
の
で
、
等
規
模
な
各
郡

に
は
地
域
の
中
心
と
し
て
寺
院
等
の
諸
施
設
が
置
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
は
多
賀
鎮
守
府
を
理
念
上
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同

蒔
に
こ
の
地
域
は
、
当
初
多
賀
城
の
後
背
地
と
し
て
陸
奥
国
を
支
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
多
賀
城
・
同
廃
寺
の
最
初
の
瓦
が
焼
か
れ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
す
べ
て
の
こ
の
地
域
の
瓦
窯
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
（
図

七
参
照
）
。
し
か
し
伊
治
城
が
建
設
さ
れ
、
律
令
政
府
の
力
が
大
崎
平
野
を
越

え
て
北
方
へ
進
む
に
つ
れ
、
内
乱
や
蝦
夷
の
抵
抗
は
は
げ
し
く
な
る
。
宝
亀

＋
牽
に
豊
岡
方
面
に
整
侵
砂
・
ま
た
伊
治
公
転
麿
の
大
規
模
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

乱
が
起
こ
る
な
ど
、
奥
郡
地
帯
は
次
第
に
不
安
な
状
勢
と
な
っ
て
ゆ
く
。

　
①
続
紀
天
平
十
四
年
春
正
月
己
線
条
に
は
「
黒
川
以
北
十
一
郡
」
と
あ
る
。
こ
の

　
　
｛
郡
を
何
に
す
る
か
に
つ
い
て
、
伊
東
信
雄
は
遠
田
郡
と
し
て
い
る
が
（
前
掲
注

　
　
二
…
⑪
｝
○
○
頁
）
、
　
筆
者
は
遠
田
郡
は
大
崎
平
野
に
あ
る
他
の
諸
郡
と
は
性
格

　
　
を
異
に
し
（
第
四
章
で
述
べ
る
）
、
　
こ
の
十
一
郡
に
含
め
る
の
は
適
当
で
は
な
い

　
　
と
思
う
。
覇
者
は
こ
の
十
｝
郡
が
一
十
郡
の
誤
り
で
な
い
な
ら
、
受
取
郡
を
含
め

　
　
た
い
と
思
う
。
丹
取
軍
団
は
神
亀
五
年
に
玉
作
軍
翻
と
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
丹

　
　
取
郡
は
そ
の
後
も
存
続
し
、
宝
亀
元
年
ま
で
に
玉
造
郡
に
合
併
さ
れ
た
の
で
は
な

　
　
い
か
。
玉
造
郡
が
倭
名
抄
で
四
郷
を
持
つ
こ
と
も
合
致
し
よ
う
。
　
（
垂
直
郡
に
つ

　
　
い
て
は
こ
の
章
で
の
べ
る
）

　
②
　
伊
東
信
雄
“
考
古
学
上
か
ら
見
た
東
北
古
代
文
化
（
『
東
北
史
の
新
研
究
』
所

　
　
収
）
一
九
五
五
、
同
”
前
掲
注
ニ
ー
⑪
七
〇
i
九
五
頁
、
同
“
東
北
古
代
文
化
の

　
　
研
究
一
私
の
考
古
学
研
究
1
（
『
文
化
』
三
五
－
一
・
一
｝
）
一
九
七
｝
、

　
　
　
氏
家
和
典
”
横
穴
古
墳
に
み
ら
れ
る
古
代
策
北
開
拓
の
様
相
一
陸
前
（
宮
城
県
）

　
　
の
場
合
一
（
『
古
代
文
化
』
一
六
－
三
）
一
九
六
六
、
岡
“
東
北
の
横
穴
（
『
考
古

　
　
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
）
一
九
六
七
、
同
”
群
集
墳
と
横
穴
古
墳
（
『
古
代
の
日
本
』

　
　
8
東
北
）
一
九
七
〇
、
後
葉
注
⑪
、

　
　
　
氏
家
和
典
∵
加
藤
孝
”
古
墳
文
化
の
地
域
的
特
色
⊥
東
北
一
（
『
日
本
の
考
古

　
　
学
』
古
墳
時
代
上
）
一
九
六
六

　
　
　
伊
藤
玄
三
”
五
世
紀
の
古
墳
（
『
古
代
の
日
本
』
前
掲
所
収
）
な
ど
参
照
。

　
③
大
崎
平
野
付
近
で
中
期
古
墳
と
さ
れ
る
も
の
は
古
川
市
青
塚
前
方
後
円
墳
、
小

　
　
牛
田
町
京
銭
塚
前
方
後
方
墳
、
色
麻
村
念
南
寺
前
方
後
円
墳
、
岡
御
山
円
墳
、
宮

　
　
崎
町
夷
森
円
墳
、
鳴
子
町
石
の
梅
前
方
後
方
墳
な
ど
で
あ
る
。

　
④
青
塚
に
関
す
る
贅
料
は
左
記
に
依
る
。

　
　
　
佐
々
木
忠
雄
“
古
代
史
（
『
古
川
市
史
』
上
と
九
六
八
　
一
三
七
－
五
〇
頁
。
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⑤
　
伊
東
僧
雄
『
遠
見
塚
古
墳
・
か
め
塚
古
墳
』
（
宮
城
県
文
化
財
謁
銀
嶺
借
書
一
）

　
｝
九
五
照
。

⑥
民
家
和
典
”
東
北
土
師
器
の
形
式
分
類
と
そ
の
編
年
（
『
歴
史
』
一
照
）
一
九

　
五
七
。

⑦
前
掲
注
②
⑤
な
ど
に
よ
る
。

⑧
伊
東
信
雄
門
宮
城
県
加
美
郡
上
郷
古
墳
（
『
日
本
考
古
学
年
報
』
四
）
一
九
五

　
一
　
【
㎝
八
一
九
頁
。

⑨
『
古
川
市
塚
原
古
墳
群
』
（
古
川
市
文
化
財
調
査
報
告
一
）
一
九
七
〇

⑩
　
平
重
道
・
加
藤
孝
・
氏
家
和
典
一
宮
城
泉
玉
造
郡
岸
出
山
町
川
北
横
穴
群
発
掘

　
風
雲
報
告
書
（
第
｝
次
）
　
（
『
岩
出
山
町
史
』
上
巻
）
一
九
七
〇

⑬
　
氏
家
和
典
”
辺
境
に
お
け
る
横
穴
古
墳
群
の
諸
問
題
（
『
二
本
考
古
学
の
諸
問

　
題
』
灰
収
）
一
九
六
四
、

　
　
”
佐
々
木
茂
禎
”
宮
上
県
涌
谷
紺
追
戸
B
地
区
横
穴
古
墳
群
（
『
仙
台
湾
周
辺
の

　
考
古
学
的
研
究
』
所
収
）
｝
九
六
八

⑫
こ
こ
で
は
、
岩
手
累
域
を
中
心
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
蝦
夷
塚
と
称
さ
れ
て

　
い
る
も
の
は
別
に
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
雪
水
潤
三
の
主
張
す
る
よ
う
な
意

　
味
で
の
相
違
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
（
東
北
地
方
に
お
け
る
考
古
学
の
成
果
と

　
蝦
夷
の
種
族
論
『
史
学
価
三
三
1
⊥
【
　
一
九
穴
一
　
な
ど
の
論
文
参
照
）
。
　
な
お
、

　
伊
東
語
漏
（
一
九
七
一
）
前
掲
注
②
に
は
新
た
な
蝦
夷
・
ア
イ
ヌ
論
が
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
。

　
　
最
近
発
掘
さ
れ
た
、
栗
駒
町
鳥
撃
ケ
崎
の
古
墳
群
は
仙
北
地
方
の
円
墳
群
的
な

　
も
の
と
岩
手
県
域
の
蝦
夷
塚
的
な
も
の
と
占
っ
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
（
調
査
田
発
行
の
概
要
（
プ
リ
ン
ト
）
に
よ
る
）

　
　
そ
の
他
発
掘
の
行
わ
れ
た
も
の
1
7
』
は
、
管
見
の
範
囲
で
左
記
の
よ
う
な
も
の
が

　
あ
る
。

　
　
『
宮
城
県
栗
原
郡
若
柳
町
上
畑
岡
大
立
横
穴
群
発
掘
調
査
報
告
』
…
九
六
六
、

　
　
『
昭
和
四
十
三
疏
度
調
査
宮
城
県
登
米
郡
石
越
町
東
郷
山
根
前
横
穴
古
墳
群
第

　
一
次
発
掘
調
査
放
出
摺
一
九
七
一
、

　
　
『
宮
城
県
志
田
郡
三
本
木
町
坂
本
館
山
横
穴
古
墳
群
調
査
報
告
盤
』
　
（
宮
城
県

　
三
本
木
町
文
化
財
調
査
報
告
一
）
一
九
七
｝
。

⑬
　
牡
鹿
郡
矢
本
町
矢
本
横
穴
群
の
中
に
、
下
総
方
面
の
も
の
と
特
に
類
似
性
が
認

　
め
ら
れ
る
と
い
う
（
氏
家
和
典
前
掲
注
②
（
｝
九
七
〇
）
七
九
頁
）
。
ま
た
佐
々

　
木
茂
禎
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
三
本
木
町
に
も
同
心
円
文
様
を
も
つ
装
飾
古
墳

　
が
め
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
装
飽
技
法
が
何
を
示
す
も
の
か
注
目
さ
れ
る
。

⑭
『
転
子
』
和
銅
穴
年
十
二
月
専
念
条
。

⑮
極
東
信
雄
前
掲
注
一
丁
⑪
一
〇
一
－
二
頁
、

　
　
『
多
賀
城
跡
調
査
報
告
I
l
多
賀
城
廃
寺
跡
…
』
一
九
七
〇
　
　
一
〇
一
頁
。

⑯
　
服
部
昌
之
”
東
北
地
方
に
お
け
る
郡
の
成
立
（
『
史
林
』
四
穴
一
二
）
　
一
九
六

　
三
　
一
五
八
一
六
二
頁

⑰
　
黒
川
・
賀
美
・
志
太
・
長
圏
・
牡
麗
の
諸
郡
は
二
～
三
郷
で
あ
る
が
、
う
ち
｝

　
郷
は
余
戸
や
駅
家
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
高
山
寺
本
倭
名
抄
は
、
壁
宿
・
駅
家
を

　
載
せ
て
い
な
い
。
色
麻
郡
・
新
田
郡
は
四
郷
で
あ
る
が
各
々
富
田
郡
・
讃
沼
郡
と

　
合
併
し
て
い
る
（
冠
注
一
…
⑭
参
照
）
。
　
玉
造
郡
は
お
そ
ら
く
丹
取
郡
と
合
併
し

　
て
い
る
鴇
小
田
郡
の
み
は
例
外
で
あ
る
。

⑱
　
黒
川
郡
白
川
郷
－
陸
奥
国
白
河
郡
、
色
麻
郡
粗
壁
郷
一
相
模
燭
相
模
郡
、
同
安

　
蘇
郷
…
下
野
国
安
蘇
郡
、
玉
造
郡
信
太
郷
・
志
太
郡
信
太
郷
（
高
山
零
本
は
志
太

　
と
す
る
）
一
常
陸
国
信
太
郡
・
駿
河
罵
志
太
郡
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
『
多
賀
斌
跡
調
査
報
銑
1
』
前
掲
注
⑮
一
〇
二
頁
、

　
　
工
藤
雅
樹
”
多
賀
城
の
起
源
と
そ
の
性
格
（
『
古
代
の
同
着
』
8
東
北
）
　
一
九

　
七
〇
　
九
六
頁
。

⑲
　
最
上
郡
安
蘇
郷
一
下
野
顯
安
蘇
郡
、
ま
た
最
上
郡
村
上
郡
の
長
岡
郷
、
澱
賜
郡

　
宮
城
郷
は
陸
奥
に
同
名
の
郡
名
が
あ
る
。
し
か
し
出
羽
方
面
の
柵
戸
の
出
身
地
で

　
あ
る
北
陸
方
面
の
地
名
が
少
な
く
と
も
倭
名
抄
内
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。

㊧
直
木
孝
次
郎
“
国
名
を
持
つ
大
和
の
地
名
（
『
続
周
本
紀
研
究
』
五
）
一
九
五
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八
、
な
ど
参
照
。

⑳
　
古
岡
橋
富
雄
”
辺
境
に
お
け
る
恵
鍬
下
社
会
の
形
成
一
古
代
陸
奥
に
お
け
る
改
氏
姓

　
の
意
義
一
（
『
歴
史
』
＝
一
）
一
九
五
六
、
　
同
『
蝦
夷
』
五
三
一
八
頁
。

（
⑳
　
　
『
続
篇
闇
劔
皿
亀
一
兀
陥
ヰ
五
月
庚
三
筆
ハ
。

㊧
前
掲
注
⑮
一
〇
一
頁
。

⑳
住
田
正
一
・
内
藤
政
恒
『
古
葉
』
一
九
六
八
　
七
九
頁
。

　
　
従
っ
て
、
筆
者
は
多
賀
城
式
璽
弁
蓮
花
文
瓦
の
年
代
、
即
ち
多
賀
城
・
同
廃
寺

　
の
最
初
の
瓦
葺
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
霊
亀
元
年
を
そ
ん
な
に
下
る
も
の
で

　
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
下
限
は
丹
取
軍
団
が
移
動
し
た
神
亀
三
年
と
す
る
。

㊧
　
沢
田
吾
一
『
奈
良
朝
時
代
斑
政
経
済
の
数
的
研
究
』
一
九
四
四

㊧
　
服
部
晶
之
　
前
掲
注
⑯
　
一
六
一
頁
。

⑳
　
工
藤
雅
樹
前
掲
注
⑱
　
九
六
－
八
頁
。

　
　
な
お
、
倭
名
抄
郷
名
に
、
俘
囚
郷
・
夷
俘
郷
の
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

　
が
、
そ
れ
ら
は
高
山
寺
本
に
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

⑱
　
門
脇
禎
二
”
蝦
夷
の
叛
乱
－
そ
の
前
章
一
（
『
立
命
館
文
学
』
九
六
）
一
九
五
三

　
　
氏
家
和
典
”
蝦
夷
の
抵
抗
と
そ
の
背
景
一
奈
良
平
安
朝
に
お
け
る
一
（
『
文
化
』

　
　
一
九
－
五
）
｝
九
五
五
。

㊧
　
前
掲
注
④

⑳
遠
田
郡
田
尻
町
木
芦
瓦
窯
趾
よ
り
出
土
し
た
瓦
に
「
目
口
郡
仲
村
郷
他
辺
里
長

　
二
百
長
丈
マ
砦
人
」
と
箆
書
き
さ
れ
て
お
り
郷
里
鋼
の
実
施
は
明
ら
か
で
あ
る
。

⑳
　
ω
霞
σ
q
一
ぎ
β
ω
∴
身
9
艮
ω
罵
ω
峠
。
ヨ
ー
p
一
p
鼠
箕
窪
訟
ロ
σ
q
貯
〉
琴
一
〇
馨

　
冒
℃
碧
言
夢
Φ
〈
一
。
慧
蔓
。
臨
く
g
ぼ
。
訂
円
。
芝
洋
盤
霞
。
澤
ρ
箋
㌣
O
言
「
憲
冨
σ
q
一

　
憎
同
感
Φ
．
．
属
自
愛
雷
ω
富
ヨ
一
p
℃
碧
（
『
東
北
地
理
』
五
一
二
・
王
）
一
九
五
三
。

⑫
伊
東
信
雄
前
掲
注
二
－
⑪
　
＝
二
三
頁
。

留
　
東
北
の
条
黒
鋼
に
つ
い
て
は
、

　
　
藤
岡
謙
二
郎
・
足
利
健
亮
・
桑
原
公
徳
”
古
代
東
北
の
地
域
中
心
に
関
す
る
若

　
干
の
歴
史
地
理
掌
的
調
査
と
問
題
点
（
『
入
文
地
理
』
一
五
f
三
）
一
九
六
三
　
二

　
四
三
－
五
〇
頁
、

　
　
柏
倉
亮
吉
“
東
北
地
方
の
条
里
制
1
山
形
県
の
場
合
一
（
『
古
代
文
化
』
七
－

　
四
）
一
九
六
一
、
同
”
条
里
の
あ
と
　
（
『
古
代
の
日
本
』
8
東
北
）
｝
九
七
〇

　
な
ど
。
又
『
山
形
県
史
』
　
『
福
島
県
史
』
の
考
古
篇
の
条
里
の
項
参
照
。

⑭
　
村
尾
次
郎
『
律
令
財
政
史
の
研
究
』
一
九
六
一
　
第
五
章
　
奥
羽
囎
拓
を
通
じ

　
て
見
た
土
地
拡
大
政
策
の
推
進
　
四
九
一
頁
。

⑳
　
高
橋
富
雄
一
古
代
辺
境
村
落
史
論
一
い
わ
ゆ
る
「
璽
村
」
の
実
態
と
問
題
点
一

　
（
『
東
北
大
学
教
養
部
文
科
紀
要
』
一
〇
）
一
九
六
二
。

⑳
　
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
、
唐
令
に
は
、
こ
の
養
老
軍
防
令
「
縁
束

　
辺
条
」
に
相
当
す
る
も
の
は
な
い
。

⑰
　
進
藤
秋
輝
∵
工
藤
雅
樹
…
多
賀
誠
一
外
郭
線
の
調
査
（
『
考
古
学
雑
誌
』
　
五
六
一

　
四
〉
一
九
七
一
、
　
『
多
賀
城
跡
』
第
八
・
十
・
十
一
・
十
三
次
発
掘
調
査
現
地
説

　
明
会
資
料
。

⑳
　
『
嶋
遺
跡
』
　
（
『
山
形
市
史
』
別
巻
一
）
　
一
九
六
八
　
二
〇
八
一
一
〇
頁
。

⑲
　
木
下
良
“
律
令
臨
代
に
お
け
る
辺
境
村
落
の
一
類
型
－
陸
奥
国
の
「
方
八
丁
」

　
に
つ
い
て
一
（
『
人
文
地
理
』
二
三
一
一
）
一
九
七
一
、

　
　
な
お
多
賀
域
以
南
の
方
八
丁
は
何
等
か
の
公
的
施
設
跡
で
は
な
い
か
と
思
う
。

⑳
　
高
橋
寓
雄
　
前
掲
注
⑳
、
同
『
蝦
夷
』
二
一
六
、
二
二
四
頁
。

⑪
　
図
の
作
成
に
あ
た
り
瓦
の
出
土
地
、
瓦
の
種
類
の
他
、
こ
の
図
に
記
載
し
た
す

　
べ
て
の
纂
項
に
つ
い
て
、
古
川
高
校
佐
々
木
茂
禎
氏
の
御
教
示
を
受
け
特
に
未
発

　
表
の
資
料
の
提
供
も
受
け
た
。
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
図
中
誤
り

　
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
筆
者
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑫
　
佐
々
木
咽
笛
｛
積
”
宮
城
一
察
古
川
市
伏
見
｛
廃
寺
跡
出
目
…
の
古
瓦
（
『
歴
史
考
古
』
　
一

　
九
・
二
〇
）
㎝
九
七
一
、
同
”
宮
城
県
古
川
市
伏
見
廃
寺
跡
（
『
考
古
学
雑
誌
』

　
五
六
一
一
二
）
　
一
九
七
一
。

⑬
　
工
藤
雅
樹
前
掲
注
⑱
　
一
〇
七
頁
。

⑭
　
伊
東
信
雄
『
菜
切
谷
廃
寺
壮
瞼
　
（
宮
城
県
文
書
財
調
査
報
告
二
）
一
九
五
六
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⑯
　
菜
切
谷
廃
寺
跡
の
土
壊
跡
の
規
模
は
平
均
し
て
、
東
西
一
一
一
・
七
三
m
、
南
北

　
一
〇
・
七
七
m
、
長
辺
の
短
辺
に
対
す
る
比
は
一
・
一
八
で
あ
る
。
こ
の
土
壇
の

　
性
格
は
不
明
で
あ
る
が
、
試
み
に
多
賀
城
廃
寺
の
金
堂
跡
と
比
較
し
て
み
る
。
同

　
跡
の
土
壇
は
下
壌
で
南
北
二
二
・
五
九
m
、
東
西
一
九
・
二
五
m
、
上
壇
で
南
北

　
二
〇
・
三
m
、
東
顯
　
七
m
、
長
辺
の
短
辺
に
薄
す
る
比
は
［
二
七
、
一
・
　
九

　
と
な
る
。
陸
奥
圏
分
寺
の
金
堂
基
壇
の
そ
れ
が
一
、
六
〇
で
あ
る
の
に
比
し
て
、

　
両
者
の
計
三
里
の
類
似
の
～
部
が
よ
く
わ
か
る
。
　
（
…
数
値
は
前
掲
注
⑮
、
⑭
の
文

　
献
に
よ
る
）

⑯
　
鏡
山
獄
『
太
宰
府
都
城
の
研
究
』
一
九
六
八
。

⑰
秋
田
城
に
つ
い
て
は
最
近
従
来
の
考
え
方
に
修
正
を
求
め
る
意
見
が
だ
さ
れ
て

　
　
み

　
い
る
が
今
は
旧
説
の
ま
ま
に
従
う
。

※
高
橋
富
雄
”
秋
田
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
『
日
本
歴
史
』
二
八
一
）
一
九
七
一

㊥
藤
岡
謙
二
郎
他
前
掲
注
⑳
こ
こ
五
⊥
ヨ
頁
、
藤
岡
謙
二
郎
『
都
市
と
交
通

　
路
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
一
九
六
七
　
四
八
i
五
〇
頁
、
同
『
国
府
』
一
九
六

　
九
｝
五
六
一
六
一
頁
。

⑳
　
進
曲
藤
・
工
藤
　
晶
削
掲
注
⑰
山
ハ
三
百
ハ
、

　
　
多
賀
城
内
の
政
庁
跡
の
中
軸
線
は
、
ほ
ぼ
正
南
北
で
こ
れ
ら
と
く
い
違
う
。
多

　
賀
城
内
城
と
高
崎
廃
寺
と
が
起
源
を
同
じ
く
す
る
な
ら
、
な
ぜ
方
向
が
異
な
る
の

　
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
伊
藤
信
雄
前
掲
⑭
九
一
一
〇
頁
、
同
前
掲
二
－
⑪
二
ニ
ー
四
頁
。
高
横

　
富
雄
　
前
掲
ニ
ー
⑫
二
一
四
頁
な
ど
参
照
。

⑪
　
佐
々
木
茂
槙
前
掲
⑭
後
者
五
　
i
四
頁
、
高
橋
富
雄
『
宮
城
県
の
歴
史
』
一

　
九
六
九
　
三
四
頁
は
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
。

＠
　
伊
東
僧
旧
雄
　
並
馴
旧
掲
⑭
占
ハ
頁
。

⑬
　
佐
々
木
茂
禎
前
掲
⑫
後
者
四
九
頁
、

⑭
　
工
藤
雅
樹
　
前
掲
⑱
一
〇
七
頁
。

萄
　
　
『
中
新
田
町
史
転
　
九
六
四
　
六
五
九
頁
。

⑳
　
前
掲
注
①
参
照
。

⑰
　
村
山
貞
之
助
”
色
麻
樹
に
つ
い
て
（
『
仙
台
郷
土
研
究
』
　
一
－
九
・
一
〇
）
一

　
九
三
一
、
出
土
瓦
に
つ
い
て
は
佐
々
木
茂
禎
前
掲
魑
参
照
。

⑱
佐
々
木
茂
禎
前
掲
注
⑫
後
者
五
三
一
四
頁
。

⑲
　
　
『
仙
台
向
傷
』
第
四
巻
所
収
、
　
｝
二
〇
頁
、
そ
の
規
模
は
東
西
三
二
間
南
北
ニ

　
ニ
間
と
い
う
。

⑳
　
興
野
義
「
鱒
宮
懸
軍
遠
田
郡
田
尻
町
出
土
古
画
の
問
題
点
（
『
歴
史
考
古
』
六
〉

　
一
九
六
一

　
　
高
橋
富
雄
　
前
掲
注
ニ
ー
⑫
二
一
四
一
八
頁
。

⑪
　
住
田
正
｝
・
内
藤
政
恒
　
前
掲
注
⑳
七
四
一
五
頁
。

⑫
　
大
崎
平
野
の
周
辺
に
は
境
在
瓦
窯
跡
が
三
ケ
所
確
認
さ
れ
て
い
る
。
又
牡
鹿
郡

　
矢
本
町
あ
た
り
に
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
、

　
『
日
の
出
山
窯
跡
群
』
（
宮
城
県
文
化
財
調
査
報
告
書
二
二
）
一
九
七
〇
、
　
『
多
賀

　
城
吐
』
　
（
宮
城
漿
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
六
九
）
一
九
七
〇
、
　
『
多
賀

　
城
跡
調
査
報
告
－
多
賀
城
廃
寺
跡
』
前
掲
注
⑮

⑳
　
　
『
続
紀
』
宝
亀
十
一
年
二
月
丙
午
条
。

⑭
　
『
続
紀
』
延
暦
元
年
五
月
甲
午
条
に
は
「
中
郡
百
姓
並
未
二
来
集
↓
勅
給
二
復
三

　
年
こ
伺
八
年
八
月
己
亥
条
に
は
　
「
…
黒
川
等
十
箇
郡
、
与
レ
賊
接
レ
屠
、
不
レ
可
二

　
同
等
「
、
故
特
延
二
復
年
こ
な
ど
と
あ
る
。

四
　
夷
村
夷
郡

　
こ
の
章
で
問
題
に
す
る
の
は
、
大
騎
平
野
の
北
の
地
域
に
お
い
て
律
令
政

府
に
よ
る
開
発
が
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
、
そ
れ
が
大
崎
平
野
な
ど
黒
川
以

北
十
郡
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
地
域
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①

で
の
特
徴
的
な
事
実
は
香
河
村
・
閑
村
・
田
夷
村
な
ど
い
わ
ゆ
る
夷
村
に
郡

家
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
令
制
郡
に
組
織
さ
れ
た

と
は
思
え
な
い
。
こ
の
こ
と
を
史
料
の
上
か
ら
最
も
明
瞭
に
示
す
も
の
は
出

羽
国
雄
勝
地
方
で
あ
る
。
こ
の
夷
村
地
域
も
陸
奥
で
は
栗
原
郡
・
桃
生
郡
な

ど
、
出
羽
で
は
雄
勝
郡
・
平
鹿
郡
な
ど
と
い
っ
た
令
制
郡
の
下
に
組
織
さ
れ

て
ゆ
く
が
、
そ
の
郡
は
先
述
の
黒
川
以
北
十
郡
と
は
異
な
り
、
不
安
定
な
状

勢
に
対
応
す
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　
雄
勝
村
の
場
合
　
雄
勝
村
が
令
制
郡
と
な
る
過
程
を
示
す
史
料
を
ま
ず
あ

げ
る
（
い
ず
れ
も
続
紀
）
。

　
④
　
天
平
五
年
十
二
月
二
六
日
、
　
出
羽
概
遷
昌
置
於
秋
田
村
高
清
水
陶
（

　　　　　図10雄勝地方略図

H一調田遺跡，K一金沢棚跡，　N一算柵跡

二一足田遺跡，Ts一造山古墳群

　金沢概・沼柵は共に『奥州後篇年記2に

みえる清原氏の城館であるが，律令政府的

勢力の居地である古代城棚と思われる遺跡

よりもむしろ雄勝村の中心と考えた造山古隊

二二のあたり，また条里的地割の広く残る

横手市あたりに，のちの土豪的勢力である

清原氏の中心地があることに注目される。

又
質
雄
勝
村
一
建
レ
郡
居
レ
民
焉
、

　
㈲
　
天
平
宝
字
二
年
十
二
月
八
日
、
…
…
造
昌
桃
生
禽
小
勝
棚
↓

　
の
　
天
平
宝
字
三
年
九
月
二
六
日
、
適
中
昌
出
羽
国
雄
勝
平
鹿
二
郡
、
玉

野
・
避
翼
・
平
文
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河
・
井
陸
奥
嶺
基
等
駅
家
刈

　
④
の
両
記
事
共
に
建
郡
を
示
す
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
従
来
左
記

の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
A
．
ω
は
権
郡
の
成
立
、
㈲
は
真
郡
の
成
立
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
B
．
ω
は
夷
郡
の
成
立
、
㈲
は
令
制
郡
の
成
立
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
C
．
ω
は
建
郡
の
計
画
の
み
、
㈲
に
よ
り
始
め
て
郡
が
成
立
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
D
．
G
り
に
よ
っ
て
成
立
し
た
雄
勝
郡
が
、
㈲
の
時
に
分
割
二
分
垂
れ
た
。
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・

縫奥の奥郡（秋山）

　
B
・
C
説
は
、
共
に
↑
ゆ
を
令
制
郡
の
成
立
と
は
み
な
さ
な
い
点
で
は
一
致

し
、
A
・
D
説
は
、
ω
の
時
に
既
に
律
令
制
的
組
織
化
が
あ
る
程
度
檸
在
し

た
、
と
す
る
点
で
一
致
す
る
。
し
か
し
、
④
の
後
に
行
な
わ
れ
た
天
平
九
年

大
野
東
人
の
雄
勝
遠
征
の
記
事
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
雄
勝
村
は
こ
の
時
に

は
蝦
夷
の
族
長
の
手
に
あ
る
夷
村
の
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
開
ら
か
で
、
天

平
五
年
に
何
ら
か
の
令
制
に
も
と
づ
い
た
郡
が
作
ら
れ
た
、
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
A
の
い
う
権
郡
と
は
、
聯
．
続
紀
』
延
暦
四
年
四
月
辛
未
条

に
「
由
レ
是
権
置
二
多
賀
階
上
二
流
↓
…
…
建
為
昌
真
郡
一
」
と
あ
る
記
事
に
も

と
つ
く
考
え
で
あ
る
が
、
多
賀
・
階
上
と
い
う
宮
城
平
野
の
地
方
と
、
雄
勝

の
よ
う
な
奥
地
で
は
事
情
が
異
な
る
。
こ
の
二
尊
の
暗
黙
は
、
む
し
ろ
多
賀

城
周
辺
の
特
殊
事
情
を
反
映
す
る
も
の
で
、
権
郡
を
陸
奥
全
体
の
一
般
的
な

建
郡
の
形
態
の
形
態
と
す
る
こ
と
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。
蓋
置
と
い
え
ど

も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
令
制
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
豹
。
雄
勝
、
そ
の
他
奥

郡
の
建
郡
に
対
し
権
郡
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
の
は
適
当
で
は
な
い
。
ま

た
④
の
記
事
に
従
う
限
り
、
単
に
計
画
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ω
の
解

釈
と
し
て
は
、
B
説
の
よ
う
に
、
夷
郡
の
成
立
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

実
態
は
日
本
書
紀
斉
明
天
皇
四
年
の
阿
倍
比
羅
夫
の
遠
征
に
際
し
て
み
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

鰐
田
郡
や
浮
代
郡
に
近
い
も
の
、
す
な
わ
ち
「
浮
薄
達
の
自
治
を
認
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
郡
」
と
い
う
形
で
の
鶴
田
体
制
を
し
い
た
」
も
の
、
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
権
置
郡
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
平
鹿
郡
雄
物
川
町
造
山
付
近
に
は
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い
が
古
墳
群
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
、
多
く
の
玉
類
を
出
土
し
て
い
る
。
詳
し
い
研
究
を
倹
た
な
い
と
確
実
な

こ
と
は
い
え
な
い
が
、
決
し
て
地
方
的
な
も
の
と
い
え
な
い
こ
れ
ら
す
ぐ
れ

た
玉
池
の
存
在
は
、
先
に
の
べ
た
朝
貢
関
係
に
よ
り
夷
村
の
長
が
得
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
秋
田
県
内
で
同
様
に
す
ぐ
れ
た
玉
里
を
出
土
す
る
、
枯

草
坂
古
墳
を
は
じ
め
湿
田
古
墳
群
、
三
光
塚
古
墳
群
な
ど
が
、
史
料
に
上
津

　
⑨

野
村
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
鹿
角
地
方
に
あ
る
こ
と
も
合
せ
て
注
目
し
て
お
き

た
い
。
先
の
造
山
古
墳
群
は
、
雄
物
川
と
僅
か
な
比
高
を
持
つ
段
丘
面
に
あ

る
が
、
こ
の
附
近
を
雄
勝
村
の
中
心
地
と
す
れ
ば
天
平
九
年
紀
に
み
え
る

「
従
昌
比
羅
保
許
山
一
至
昌
雄
勝
村
一
五
十
余
響
、
難
問
亦
平
、
唯
有
昌
尚
河
一
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
い
う
位
羅
に
も
適
当
で
あ
る
。
こ
の
雄
勝
地
方
に
天
平
九
年
以
後
多
く
の

捌
口
が
配
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
の
棚
戸
は
、
黒
川
以
北
十
郡
の
東
国

移
民
の
よ
う
に
先
進
技
術
を
持
っ
た
集
団
で
は
な
く
、
浮
浪
人
や
罪
人
の
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
柵
戸
に
よ
る
開
発

の
結
果
、
雄
勝
城
が
作
ら
れ
（
先
の
史
料
ロ
）
、
交
通
路
の
整
備
と
共
に
横
手

盆
地
に
は
雄
勝
・
平
鹿
の
二
郡
が
建
て
ら
れ
た
（
同
ハ
）
。
　
こ
れ
が
雄
勝
地

方
の
令
制
鐘
化
へ
の
過
程
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
も
と
に
再
び
陸
奥
の
事

例
の
検
討
に
か
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
香
河
村
・
閑
村
の
場
合
　
こ
の
二
村
へ
の
「
建
郡
家
」
は
式
抄
に
あ
る
郡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

比
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
黒
川
以
北
十
郡
の
ど
れ
か
に
該
当
す
る
も
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　　　　　　　　　図11栗原郡・伊治村・香河村

蟹現在の地名……ll一伊豆原，12一伊豆野，13一伊豆沼，　K1一鹿沼，　K2

　一加賀野，

　古墳……エー志波姫町域内古墳群，2一若柳町上畑岡蝦夷穴横穴群，3・

　一問上畑嗣大立横穴群，4一石越町山根前横穴群，

　神社a一石越町石神社，神社b一石森町石大神社，

　（北上川の流路は，図3と同じ復元流路。）

の
と
は
思
え
な
い
。
香
河
村
に
郡
家
を
建
て
る
こ
と
を
願
っ
た
、
邑
良
志
別

君
宇
蘇
奈
の
持
つ
第
三
等
と
い
う
爵
は
、
命
制
外
的
な
も
の
で
、
黒
川
以
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

十
郡
の
地
に
は
見
ら
れ
ぬ
夷
村
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
香
河
村
を
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

米
郡
中
田
町
加
賀
野
の
地
に
比
定
す
る
こ
と
は
位
置
的
に
み
て
適
当
で
あ
ろ

う
。
こ
の
北
、
石
越
町
に
鹿
沼
と
い
う
地
名
も
あ
り
、
邑
良
志
別
君
｝
族
と

何
等
か
の
関
連
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
式
内
社
遠
流
志
景
石
神
社
も
、
石
越
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

石
神
社
あ
る
い
は
石
森
町
石
大
神
社
で
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
先

に
示
し
た
北
上
川
の
旧
流
路
北
岸
一
帯
の
地
を
香
河
村
と
推
定
し
た
い
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
は
石
越
町
出
根
前
の
横
穴
群
で
、
こ
の
よ
う
に
北
の
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

し
て
は
、
異
様
に
大
量
の
玉
類
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
す
ぐ
れ
た
ト
ン
ボ
玉

な
ど
を
含
む
こ
れ
ら
の
玉
出
を
、
遠
田
君
一
族
の
も
の
と
す
る
見
解
も
あ
る

㌔
語
郡
地
域
と
は
余
り
に
離
れ
す
ぎ
て
い
よ
う
・
箸
は
こ
れ
を
邑
良

志
別
震
一
族
関
係
の
も
の
と
推
定
す
る
。

　
次
に
田
村
は
、
後
の
史
料
に
散
児
す
る
幣
伊
村
や
閑
伊
村
と
三
つ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
岩
手
県
中
部
は
少
し
遠
す
ぎ
る
。
現
在
の
岩
手
県
の

太
平
洋
沿
岸
地
帯
を
広
く
ヘ
イ
と
称
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
が
詳

し
い
こ
と
は
後
考
を
侯
つ
。
た
だ
本
吉
郡
本
吉
町
大
谷
三
島
に
は
、
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

玉
類
を
出
土
し
た
円
墳
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
玉
類
に
注
目
し
、
霊
亀
の
閑

村
の
位
置
は
気
仙
沼
あ
た
り
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
⑳

　
田
夷
村
の
場
合
　
田
夷
村
へ
の
建
郡
家
は
遠
田
郡
の
建
郡
、
と
い
う
の
が

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

定
説
で
あ
る
。
田
無
と
い
う
こ
と
ば
は
一
般
名
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る

の
で
、
四
夷
村
が
後
の
遠
田
郡
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
他
に
も
以
上
あ
げ
た
諸
夷
村
の
例
か
ら
み
て
、
こ
の
時

に
遠
田
郡
と
い
う
令
制
郡
が
で
き
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
点

が
多
い
。
天
平
九
年
に
は
、
遠
田
郡
領
遠
田
暑
雄
人
が
知
ら
れ
る
が
、
伊
治
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公
時
麻
呂
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
令
制
郡
と
は
思
え
な
い
伊
治
郡
（
上
治

郡
）
で
も
直
領
と
記
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
直
ち
に
従
え
な
い
。
延
暦
八
年

陸
奥
全
体
の
田
租
が
免
ぜ
ら
れ
、
給
復
が
行
な
わ
れ
、
特
に
黒
川
以
北
十
郡

に
は
「
与
レ
賊
接
レ
居
」
と
し
て
特
に
翌
年
が
延
ば
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ

た
が
、
そ
の
際
、
既
に
建
郡
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
桃
生
郡
・
栗
原
郡
と
共
に
、

遠
田
郡
に
つ
い
て
も
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
栗

原
郡
や
桃
生
郡
は
各
々
宝
亀
以
来
の
状
勢
不
安
定
で
郡
を
維
持
で
き
な
か
っ

た
、
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
遠
田
郡
は
大
崎
平
野
東
部
に
あ
っ
た
こ
と

は
少
な
く
と
も
疑
い
が
な
い
の
に
、
こ
の
位
置
で
他
の
大
崎
平
野
の
郡
よ
り

状
勢
不
安
定
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
令
制
郡
と
し
て
他
郡
と

同
一
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
と
思
う
。

　
大
崎
平
野
東
部
に
お
け
る
さ
ら
に
詳
し
い
位
置
に
つ
い
て
も
、
田
尻
町
高

　
　
　
　
　
⑳

城
付
近
と
す
る
の
が
有
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
疑
問
が
あ
る
。
遠
田
郡
人

と
さ
れ
る
人
々
の
姓
に
は
、
遠
田
公
・
平
城
公
・
白
石
公
・
小
倉
公
・
柏
原

公
・
石
原
公
・
意
薩
公
な
ど
が
あ
る
が
、
小
田
郡
人
に
も
意
画
聖
・
遠
田
公

の
姓
を
も
つ
も
の
が
あ
り
、
ま
た
田
尻
町
高
城
が
竹
城
の
、
涌
谷
町
小
里
が

意
薩
の
遺
称
地
と
す
る
な
ら
、
遠
田
郡
人
の
居
住
地
は
箆
岳
丘
陵
の
周
囲
を

広
く
含
む
も
の
で
、
し
か
も
自
か
ら
の
居
住
地
を
姓
に
つ
け
て
い
る
在
地
の

有
力
者
も
、
遠
田
郡
に
属
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ま
た
小
田
郡
に
属
す
る
場

合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
広
範
な
居
住
地
を
占
め
て
い
る

有
力
嶽
旋
で
あ
る
遠
田
郡
人
と
称
さ
れ
る
人
々
に
は
、
倭
名
抄
に
み
え
る
管

郷
二
（
し
か
も
、
中
の
一
つ
は
余
戸
）
の
遠
田
郡
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

　
筆
者
は
遠
田
郡
と
は
、
田
夷
村
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
大
難
平
野
東
部

に
在
っ
た
遠
田
君
一
族
を
中
心
と
し
た
夷
村
の
一
部
の
み
が
令
制
郡
化
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
。
延
暦
九
年
に
遠
田
郡
領
遠
田
公
押
人
が
、
遠
田
臣
の
姓

を
賜
わ
り
、
十
年
外
正
八
位
下
よ
り
廻
腸
五
位
下
に
昇
進
し
た
が
、
或
は
こ

の
時
に
遠
田
郡
が
令
制
郡
と
し
て
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
平
二
年

の
建
郡
家
は
、
令
制
郡
化
へ
の
前
段
階
と
し
て
の
夕
星
化
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
即
ち
、
遠
田
郡
と
翠
煙
村
は
系
統
的
に
同
一
と
は
い
え
な
い
。

　
煙
感
丘
陵
の
東
南
端
に
近
い
涌
谷
町
追
戸
に
は
、
ト
ン
ボ
玉
を
は
じ
め
と

す
る
豊
冨
な
玉
類
を
出
土
す
る
横
穴
群
が
あ
り
、
そ
こ
よ
り
平
野
を
酉
南
に

越
え
た
、
志
田
郡
松
塚
町
亀
井
囲
に
も
、
玉
類
の
ほ
か
に
帯
金
具
や
金
銅
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

方
里
太
刀
、
馬
具
な
ど
を
出
土
す
る
横
穴
群
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
崎
平
野

東
部
に
広
く
勢
力
を
持
っ
て
い
た
、
遠
田
公
一
族
に
関
係
あ
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
菓
原
郡
と
伊
治
村
　
栗
原
郡
の
隅
田
は
、
お
そ
ら
く
神
景
三
年
六
月
の
こ

　
　
　
　
　
⑳

と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
際
「
是
元
伊
治
城
也
」
と
あ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う

な
事
実
を
示
す
の
か
、
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
記
審
の
後
に
も
伊
治
城

が
存
続
し
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
城
棚
が
郡
家
に
変
貌
し
た
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
　
一
応
伊
治
城
の
設
置
に
よ
っ
て
安
定
し
た
地
域
を
、
郡
制
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下
に
編
成
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
　
「
元
伊
治
城
也
」
と
は
「
元
伊

治
城
の
管
轄
地
で
あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
推
定
し
て
お
く
。
「
城
」

と
い
う
字
が
そ
の
よ
う
に
面
積
を
持
っ
た
領
域
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
こ

と
は
、
既
に
足
利
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
城
棚
が
特
別
軍
事
管
轄
地

の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
史
料
は
あ
っ
て
も
、

具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

　
伊
治
城
の
管
轄
地
な
ら
栗
原
郡
で
は
な
く
何
故
伊
治
郡
と
称
さ
れ
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
の
か
。
伊
治
郡
、
あ
る
い
は
伊
治
村
と
い
う
名
は
、
実
際
史
料
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
ら
は
従
来
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
栗
原
郡
の
別
名
や
学
用
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
令
制
郡
が
公
式
に
書
か
れ
る
場
合
別
名
を
持
つ
と
は
思
わ
れ
な
い

し
、
ま
し
て
令
制
郡
全
体
を
夷
村
と
同
じ
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
つ
ば
ら

　
栗
原
郡
築
館
町
の
東
部
は
通
称
伊
豆
原
と
い
い
、
そ
の
東
、
志
波
姫
町
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
つ
　
の

広
が
る
広
い
河
岸
段
丘
面
に
は
伊
豆
野
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の

南
の
大
き
な
沼
は
伊
豆
沼
と
い
う
。
こ
の
志
波
姫
の
広
い
段
丘
面
と
そ
の
南

伊
豆
沼
に
続
く
丘
陵
地
一
帯
が
、
伊
治
公
国
口
麻
呂
一
族
の
生
活
の
地
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
豆
沼
の
北
岸
若
柳
町
上
畑
岡
に
は
横
穴
群
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
り
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
玉
類
の
出
土
も
み
ら
れ
る
。
志
波
姫
の
段
丘
断

に
も
須
恵
土
師
が
散
布
し
、
伊
豆
野
に
は
蕨
手
刀
や
玉
類
を
出
す
円
墳
群
も

あ
る
。
先
に
の
べ
た
香
河
村
・
野
駈
村
な
ど
の
夷
村
と
同
じ
く
、
こ
の
伊
治

村
も
夷
郡
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
伊
治
城
が
建
設
さ

れ
、
伊
治
村
に
も
強
制
的
に
植
民
が
行
な
わ
れ
（
栗
原
郡
設
羅
後
数
日
に
し
て
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

千
五
百
人
の
浮
宕
百
姓
が
長
治
村
に
腰
か
れ
て
い
る
）
、
伊
治
村
は
大
き
く
変
貌
を

せ
ま
ら
れ
た
。
伊
治
公
砦
麻
呂
の
叛
乱
も
、
直
接
的
に
は
同
じ
く
有
力
蝦
夷

で
あ
っ
た
道
肥
大
楯
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
後
に
彼
の

本
拠
地
伊
欝
村
の
状
況
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
伊
治

城
建
設
に
最
も
カ
の
あ
っ
た
の
は
、
同
じ
道
嶋
一
族
で
あ
る
減
縮
宿
禰
三
山

で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
延
潜
十
一
年
に
伊
治
村
が
残
存
し
て
い
た
こ

と
は
、
叛
乱
後
も
伊
治
の
地
の
一
部
が
令
制
郡
に
組
織
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
延
暦
十
五
年
に
は
東
国
や
北
陸
の
民
九

千
人
が
伊
治
城
に
遷
置
さ
れ
て
い
る
。
伊
治
城
を
拠
点
と
し
て
夷
村
地
帯
に

積
極
的
に
開
発
の
手
が
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
九
千
人
が
、

伊
治
城
の
狭
い
郭
内
に
居
住
し
た
の
で
は
な
く
、
志
波
姫
の
広
い
段
丘
面
を

は
じ
め
と
す
る
、
伊
治
城
管
轄
下
の
夷
村
地
帯
に
居
住
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
栗
原
郡
の
領
域
は
嶺
初
、
伊
治
城
の
西
、
一
迫
・
二
迫
川
の
流
域
に

す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
夷
村
が
、
令
制
郡
で
は
な
い
が
郡
と
称
さ
れ
た
り
、
郡
家
を
建
て

る
と
い
う
表
現
で
自
治
を
認
め
ら
れ
た
例
を
、
雄
勝
村
を
は
じ
め
陸
奥
の
奥

郡
地
帯
に
お
い
て
検
証
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
央
と
の
関
係
を
示
す
も

の
と
し
て
古
墳
よ
り
出
土
す
る
玉
響
に
注
目
し
た
が
、
横
穴
の
形
態
な
ど
も

含
め
て
さ
ら
に
細
か
な
比
較
検
討
が
進
め
ら
れ
た
上
で
、
議
論
が
進
め
ら
れ
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ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
地
域
に
み
ら
れ
る
古
墳
文
化

は
｝
般
的
に
は
大
崎
平
野
の
そ
れ
に
比
し
て
貧
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

五
世
紀
以
来
大
崎
平
野
ま
で
浸
透
し
て
い
た
文
化
の
影
響
で
在
地
勢
力
が
次

第
に
成
長
し
、
村
と
い
う
形
で
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
郡
と
い
う
形
で
の
朝
貢
体
制
が
、
実
質
的
に
は
村
の
ま
ま
と
ら
れ
た
こ
と

が
、
こ
の
地
域
で
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
令
制
順
化
の
段
階

も
黒
川
以
北
評
点
の
よ
う
に
、
開
発
す
る
と
い
う
姿
勢
よ
り
、
征
服
す
る
と

い
う
姿
勢
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

　
磐
井
丘
陵
を
越
え
て
北
上
川
中
流
域
に
入
る
と
、
夷
村
が
夷
郡
に
な
る
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
く
べ
つ

は
み
ら
れ
な
い
。
宝
亀
十
一
年
二
月
、
覚
驚
城
が
建
設
さ
れ
、
胆
沢
地
方
へ

の
進
出
が
企
て
ら
れ
、
延
暦
八
年
に
紀
古
賢
美
の
征
伐
が
行
な
わ
れ
て
以
来
、

坂
上
田
村
麻
呂
に
よ
り
胆
沢
城
が
作
ら
れ
る
延
暦
二
一
年
に
至
る
ま
で
、
こ

の
地
域
で
は
激
し
い
戦
闘
が
続
い
た
。
志
波
城
・
契
丹
城
へ
と
北
進
が
続
け

ら
れ
た
の
ち
も
、
決
し
て
安
定
し
た
状
勢
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
史
料
に
は
、
斯
波
村
・
爾
薩
体
言
・
幣
伊
村
・
都
母
村
・
戦
勢
米
村
な
ど

が
み
え
、
ま
た
村
と
称
さ
れ
た
史
料
は
な
い
が
、
胆
沢
君
・
和
諸
君
・
浦
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

臣
な
ど
地
名
を
冠
し
た
姓
が
あ
る
こ
と
よ
り
同
名
の
出
村
の
存
在
が
推
定
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
夷
村
は
い
ず
れ
も
北
上
川
中
・
上
流
域
に
あ
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
抵
抗
の
主
体
と
な
っ
た
在
地
勢
力
は
、
こ
の
よ
う
に
夷
村
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
胆
沢
は
、
延
麿
八
年
紀
古
書
美
の
征
伐
の
記

事
に
　
「
水
陸
万
頃
之
地
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
官
軍
が
焼
い
た
蝦
夷
の
村
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
十
四
村
、
宅
八
百
許
姻
」
と
あ
り
、
多
く
の
集
村
が
比
較
的
密
度
高
く
分

布
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
か
な
り
進
ん
だ
蝦
夷
の
社
会
が
成
長
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
い
る
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
夷
講
は
、
延
暦
期
に
始
ま
る
戦
闘
状
態

以
前
に
は
、
中
央
と
朝
質
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
は
、
中
流
域
に
特
徴
的

で
あ
る
、
蝦
夷
塚
と
称
さ
れ
る
古
墳
群
か
ら
、
八
世
紀
中
期
の
も
の
と
思
わ

れ
る
鋳
帯
金
具
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
開
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
地
方
の
夷
村
は
、
先
に
述
べ
た
香
河
村
・
巻
藁
村
の
よ
う
に
夷
国
と

い
う
段
階
を
踏
む
こ
と
な
く
、
強
力
な
軍
事
攻
勢
の
も
と
で
律
令
体
制
に
組

み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
胆
沢
郡
・
江
刺
郡
は
胆
沢
城
の
建
設
後
、
す
ぐ
に
置

か
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
北
の
和
我
・
薄
紫
・
斯
波
三
郡
が
置
か
れ

た
の
は
、
志
波
城
の
作
ら
れ
た
延
暦
二
二
年
か
ら
八
年
お
く
れ
た
弘
仁
二
年

⑳の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
不
安
定
な
状
勢
の
た
め
に
、
延
喜
代
に
は
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
令
制
郡
と
し
て
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
式

抄
に
記
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
倭
名
抄
に
よ
る
と
、
江
刺
郡
に
信

畏
・
甲
斐
、
胆
沢
郡
に
白
河
・
下
野
・
上
総
の
愛
郷
が
あ
り
、
こ
の
地
域
へ

も
東
国
よ
り
の
移
民
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
黒
川
以
北
十
拳
の
場
合
は
、
郡

名
が
地
名
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
主
と
し
て
国
名
が
署
名
と
な
っ
て
い

る
の
は
、
移
住
者
の
性
格
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

方
八
丁
の
遺
称
を
持
つ
、
い
わ
ゆ
る
辺
境
墾
村
の
居
住
者
は
、
こ
の
よ
う
な
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移
住
者
と
考
え
ら
れ
る
。
方
八
丁
の
陸
奥
で
の
北
限
は
盛
岡
市
太
田
方
八
丁

目
、
ま
が
り
な
り
に
も
こ
の
あ
た
り
ま
で
律
令
制
的
開
発
が
進
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
開
発
は
、
お
そ
ら
く
膿
沢
鎮
守
府
の
プ
ラ
ン
を

理
念
上
模
倣
し
た
と
思
わ
れ
る
方
八
丁
や
、
城
栂
の
周
辺
に
限
ら
れ
、
律
令

制
的
な
も
の
は
い
わ
ば
点
的
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続

い
て
奥
吐
乳
と
い
う
ブ
採
ッ
ク
が
、
在
地
俘
囚
長
の
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

①
　
村
童
次
郎
　
晶
肘
掲
注
三
一
人
魍
五
五
四
一
山
ハ
三
百
ハ
。

②
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
典
』
四
五
四
二
頁
、
井
上
通
話
　
前
掲
注
ニ
ー
⑰

　
五
〇
〇
頁
、
服
都
愚
之
　
前
掲
注
三
1
⑯
一
五
五
百
ハ
、
な
ど
。

③
高
橋
富
雄
前
掲
注
ニ
ー
⑫
二
〇
　
頁
。

④
佐
々
木
博
康
”
戦
後
に
お
け
る
古
代
城
棚
の
研
究
（
『
岩
手
史
学
研
究
』
四
〇
）

　
一
九
六
二

⑤
新
野
直
吉
前
陣
注
一
⊥
⑩
前
者
㎝
三
八
頁
。
ま
た
勘
注
～
1
⑩
参
照
。

⑥
村
尾
次
郎
前
掲
重
三
1
⑭
五
四
五
一
六
頁
。

⑦
前
掲
注
③
に
よ
る
。

⑧
『
秋
田
県
史
』
考
古
五
一
九
六
〇
＝
ハ
九
一
八
四
頁
、
巻
頭
図
版
、

　
　
奈
良
修
介
・
豊
島
易
『
秋
田
県
の
考
古
学
隠
　
一
九
六
七
　
　
一
〇
七
i
八
頁
、
　
一

　
六
五
－
七
頁
。

　
　
弓
馬
品
は
硬
玉
憩
玉
の
勾
玉
や
水
品
切
子
玉
、
ガ
ラ
ス
小
玉
、
礪
璃
茄
子
玉
な

　
ど
を
含
む
。

⑨
『
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
七
月
十
日
条
な
ど
。

⑩
雄
勝
村
の
位
牌
は
、
羽
後
町
足
田
遺
跡
が
雄
勝
城
跡
と
思
わ
れ
る
こ
と
よ
り
、

　
そ
の
付
近
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
（
新
野
直
吉
前
掲
注
一
1
⑩
後
者
　
一
〇
五
頁
）
。

　
し
か
し
前
述
の
ご
と
く
、
天
平
五
年
の
段
階
で
直
接
律
令
勢
力
の
部
隊
が
横
手
盆

　
地
へ
進
出
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
雄
勝
城
が
建
て
ら
れ
た
の
が
、

　
夷
村
雄
勝
村
の
中
心
地
で
あ
っ
た
と
す
る
根
拠
も
な
い
。
む
し
ろ
城
鋤
は
現
地
勢

　
力
の
中
心
地
よ
り
や
や
離
れ
た
場
所
に
建
て
ら
れ
た
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

　
次
に
、
　
「
両
流
」
　
「
其
間
亦
平
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
塞
で
大
略
を

　
記
述
し
た
も
の
で
、
小
河
川
ま
で
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
。
両
河
を
役
内
川
．

　
雄
物
川
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
（
新
野
直
吉
　
同
前
　
…
一
九
頁
）
、
　
堤
防
の
作

　
ら
れ
る
以
前
の
谷
底
平
野
に
「
其
間
亦
平
」
や
、
舟
を
使
っ
て
渡
る
河
川
を
想
定

　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
其
闘
亦
平
」
と
は
、
横
手
盆
地
の
広
い
平
野
を
意
味

　
す
る
も
の
で
、
両
河
と
は
雄
物
川
と
皆
瀬
州
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

　
　
雄
勝
城
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
羽
後
町
足
田
遺
跡
へ
の
比
定
が
有
力
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　

　
仙
北
村
払
田
概
跡
も
そ
の
遺
構
は
、
か
な
り
古
い
も
の
と
思
わ
れ
、
雪
田
棚
跡
を

　
十
分
に
説
明
し
な
い
限
り
雄
勝
誠
の
二
月
は
決
め
難
い
。

※
『
羽
後
町
足
田
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
（
秋
田
県
文
化
財
調
査
報
告
書
三
）
一

　
九
六
四
、
　
『
足
田
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
　
（
同
一
〇
）
一
九
六
七
、
　
『
足
田
遺
跡

　
W
兜
掘
柵
岡
査
略
報
』
　
（
同
一
七
）
　
一
九
山
ハ
九
、

　
　
柿
崎
隆
興
『
雄
勝
村
と
雄
勝
城
の
遺
阯
に
つ
炉
て
騙
一
九
穴
一
、
同
『
高
橋
富

　
雄
氏
の
払
田
概
（
雄
勝
城
）
説
に
疑
問
繍
一
九
六
三
、

　
　
『
雄
勝
村
・
雄
勝
城
闘
係
資
料
』
　
（
柿
崎
隆
興
編
）
　
一
九
六
八
、
な
ど
参
照
、

※
※
　
上
田
三
平
『
城
輪
取
取
・
r
払
田
歌
境
駈
　
（
文
部
省
史
蹟
調
査
報
告
三
）
一
九

　
三
八
、
同
『
指
定
史
蹟
扇
田
樹
阯
臨
一
九
三
一
、

※
※
※
　
佐
々
木
博
康
前
掲
注
④
、
同
”
古
代
東
北
城
棚
の
門
に
お
け
る
平
面
計

　
画
に
つ
い
て
の
一
仮
説
（
『
日
本
鷹
史
考
古
学
論
叢
』
2
）
　
一
九
六
八
、

　
　
多
賀
城
外
郭
線
の
築
地
を
構
成
す
る
棚
列
と
、
払
田
棚
の
内
柵
と
呼
ば
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
る
も
の
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。

※
進
藤
・
工
藤
前
掲
注
三
⑰
一
六
三
頁
、
『
多
賀
城
跡
一
第
十
一
次
外
郭
東
辺

　
地
築
地
（
南
部
）
発
掘
調
査
概
要
』
一
九
七
一
。
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奥の奥郡（秋山）

　
な
お
足
田
遺
跡
や
雄
勝
裁
関
係
の
資
粁
に
つ
い
て
v
咀
後
町
教
育
擬
革
会
楴
瞬
隆

　
興
氏
に
多
大
の
便
宜
を
計
ら
っ
て
頂
き
、
御
教
示
も
賜
わ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
し

　
た
い
。

⑪
高
橋
富
雄
前
掲
注
ニ
ー
⑫
一
〇
〇
1
二
頁
、

　
　
『
続
紀
』
天
平
宝
宇
元
年
四
月
辛
巳
条
、
同
二
年
十
二
月
丙
午
条
、
同
三
年
九

　
月
庚
寅
条
な
ど
参
照
。

⑫
『
皇
紀
』
霊
亀
元
年
十
月
丁
丑
条
。

⑬
　
大
槻
文
彦
鱒
古
奥
旧
地
考
摘
録
（
『
復
軒
雑
纂
』
｝
九
〇
二
所
収
）
　
五
八
七
－

　
九
頁
。

⑭
野
村
忠
夫
『
律
令
官
人
制
の
研
究
』
｝
九
六
七
三
八
三
－
五
頁
。

⑮
高
橋
富
雄
”
古
代
に
お
け
る
陸
奥
国
（
『
文
化
』
…
七
－
三
）
｝
九
五
三
。

　
　
村
尾
次
郎
前
掲
三
一
⑭
五
五
五
一
七
頁
。

⑯
　
石
越
町
石
神
批
に
比
定
し
た
の
は
仙
台
藩
儒
者
田
辺
希
元
で
、
以
来
『
大
日
本

　
史
神
舐
志
』
も
こ
の
説
を
と
る
。
社
殿
の
裏
に
あ
る
岩
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
石

　
森
町
石
大
神
社
は
よ
り
加
賀
野
に
近
く
同
じ
く
巨
石
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
遠
流

　
志
別
石
神
社
を
稟
原
郡
築
館
町
富
野
に
あ
て
る
伝
承
も
あ
る
よ
う
だ
が
（
伊
東
信

　
雄
前
掲
注
二
－
⑪
一
六
〇
頁
）
、
比
定
祉
は
明
確
で
は
な
い
。
石
越
町
の
あ
た

　
り
は
、
今
は
登
米
郡
で
あ
る
が
藩
政
特
代
に
は
栗
原
郡
で
あ
る
。
　
（
以
上
石
越
中

　
学
高
橋
多
吉
琉
の
御
教
示
を
頂
い
た
。
）

⑰
前
掲
注
三
⊥
⑫
の
報
告
書
参
照
。

⑱
民
家
和
典
前
掲
注
三
一
②
八
三
頁
。

⑲
伊
東
僧
雄
前
掲
注
ニ
ー
⑪
九
四
一
五
頁
。

⑳
　
『
続
紀
』
天
平
二
年
正
月
辛
亥
条
。

⑳
　
大
槻
文
彦
”
陸
奥
国
遠
田
郡
小
田
郡
沿
革
考
（
前
掲
注
⑬
所
収
）

　
頁
。

⑫
　
　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
三
月
八
臼
条
。

⑳
前
注
一
一
⑭
参
照
。

＝
一
－
二
〇

⑳
　
大
観
文
彦
　
前
揚
注
⑬
Φ

㊧
　
『
続
紀
』
延
暦
九
年
五
月
五
日
条
、
　
『
目
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
九
月
三
日
条
．

　
同
六
年
三
月
二
六
日
条
。

⑳
前
掲
注
三
一
⑪

⑳
　
板
橋
源
・
佐
々
木
博
康
“
陸
奥
團
栗
原
郡
成
立
年
代
に
間
す
る
私
疑
　
（
『
岩
手

　
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
』
一
八
－
一
）
｝
九
六
一
。

⑱
斎
藤
忠
『
日
本
古
代
遣
跡
の
研
究
総
説
』
一
九
六
八
　
一
九
七
買
。

㊧
藤
岡
謙
二
郎
他
前
掲
添
削
1
⑬
二
｝
四
一
一
二
頁
。

⑳
　
伊
治
公
砦
麻
呂
の
肩
書
は
続
紀
で
は
上
治
郡
大
領
、
公
卿
補
任
で
は
伊
治
郡
大

　
領
と
あ
る
。

　
　
伊
治
村
は
『
続
脚
紀
』
抽
u
景
三
年
六
月
丁
未
条
、
　
『
騨
狽
聚
国
［
史
』
　
一
九
〇
、
延
贋

　
十
一
年
正
月
十
一
条
。

⑳
板
橋
・
佐
々
木
前
掲
注
⑳
一
五
－
九
頁
、
服
部
昌
之
前
掲
三
一
⑯
一
四
四

　
頁
。

曾
前
掲
注
三
－
⑫
の
報
告
書
参
照
。

⑬
　
『
続
紀
』
落
零
三
年
六
月
丁
未
条
、
数
日
と
い
う
の
は
板
橋
・
佐
々
木
の
論
証

　
し
た
栗
原
郡
設
置
の
年
代
に
も
と
つ
く
。

⑭
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
臨
第
三
章
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
　
「
武
装
植
民
」
よ
り
「
軍

　
纂
征
服
」
の
段
階
へ
の
転
換
で
あ
る
。

⑳
　
一
観
略
の
位
置
な
ど
に
つ
い
て
は
村
尾
次
郎
　
前
掲
注
三
1
⑭
五
五
七
一
六
三

　
頁
、
高
橋
蜜
雄
『
蝦
夷
』
二
八
三
一
四
頁
。

⑳
　
　
『
続
紀
』
延
贋
八
年
六
月
三
目
条
。

⑰
　
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
』
　
第
六
章
「
蝦
夷
の
政
治
的
抵
会
」
参
照
。

鐙
　
こ
れ
ら
の
古
墳
群
の
報
賃
書
と
し
て
は
、

　
　
田
中
喜
多
美
他
”
岩
手
県
江
釣
子
村
描
谷
地
古
墳
群
調
査
報
告
　
（
『
岩
手
史
学

　
研
究
』
九
）
一
九
五
一

　
　
伊
東
信
雄
・
板
橋
源
『
五
条
丸
古
墳
群
』
　
（
岩
手
県
文
化
財
調
査
報
告
＝
）
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一
九
六
三
、
・

　
　
『
岩
手
生
金
ケ
崎
町
西
根
古
墳
と
住
居
祉
』
｝
九
六
八
、
な
ど
が
あ
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
古
墳
が
す
べ
て
積
石
塚
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
単
に
円
墳
と

　
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
再
検
討
が
要
，
さ
れ
る
と
い
う
。
　
（
前
掲
、
西
根
古
墳
の
報

　
告
書
二
二
頁
参
照
）
ま
た
こ
の
類
の
古
墳
は
磐
井
丘
陵
の
南
に
も
発
見
さ
れ
て
い

臥
・
（
図
四
参
照
）

※
伊
東
信
雄
”
岩
手
県
西
磐
井
郡
杉
山
古
墳
群
（
『
日
本
考
古
学
年
報
』
八
）
一

　
九
五
五
．

　
　
草
間
俊
一
一
花
二
手
惣
沢
遣
跡
調
査
概
報
（
『
岩
手
史
学
研
究
』
一
一
一
）
　
一
九

　
五
六

⑲
　
伊
藤
玄
三
”
末
期
古
墳
の
年
代
に
つ
い
て
一
束
北
地
方
宋
期
古
墳
出
土
遣
物
を

　
通
し
て
一
（
『
古
代
学
』
一
四
1
三
・
四
）
　
九
穴
八

⑳
　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
正
月
十
一
日
条
。

⑳
　
こ
の
三
郡
を
権
郡
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
服
部
　
前
掲
注
三
1
⑯
…
四
四
頁
）

　
延
沫
雪
神
名
に
は
斯
波
郡
に
一
座
を
載
せ
る
。
令
制
郡
と
し
て
の
体
髄
は
崩
壊
し

　
て
も
神
祉
は
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑫
木
下
良
，
前
掲
淀
三
一
⑲

五
　
小

結

　
奥
郡
と
呼
ぜ
れ
た
地
帯
の
囎
発
に
と
も
な
う
変
化
の
過
程
に
は
少
な
く
と

も
次
の
三
類
型
を
設
定
で
き
る
。

　
一
、
、
黒
川
以
北
十
郡
の
タ
イ
プ
。
開
発
の
主
体
は
東
国
よ
り
の
移
民
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
富
鳥
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
先
進
的
技
術
を
も
っ
た
人
々
で

あ
り
、
多
賀
城
．
多
賀
城
廃
寺
あ
る
い
櫨
、
大
崎
平
野
で
の
文
化
ゆ
心
と
し

て
建
て
ら
れ
た
菜
切
谷
廃
寺
の
瓦
は
、
彼
等
の
中
に
あ
っ
た
帰
化
人
の
技
術

を
用
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
開
発
は
且
守
二
歳
型
に
は
違
い
な

い
が
、
む
し
ろ
耕
の
方
に
重
点
を
置
い
た
形
に
移
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

①る
。
郡
は
二
里
（
‘
）
よ
り
成
る
小
さ
な
も
の
で
、
平
野
の
周
囲
に
各
々
中

心
に
多
賀
鎮
守
府
を
理
念
的
に
模
倣
し
た
施
設
を
も
っ
た
、
同
規
模
の
令
制

郡
を
形
成
し
た
。
土
地
は
条
里
制
に
も
と
づ
い
て
広
く
開
発
さ
れ
た
。

　
二
、
二
村
↓
夷
郡
↓
令
制
郡
、
と
い
う
過
程
を
と
っ
た
地
域
。
陸
奥
で
大

崎
平
野
よ
り
北
、
迫
川
流
域
や
桃
生
村
以
北
の
地
域
。
大
崎
平
野
東
部
の
遠

田
郡
も
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
夷
村
↓
夷
郡
の
変

化
は
、
現
在
都
市
近
郊
の
町
村
が
旧
態
の
ま
ま
で
市
の
名
称
を
冠
す
る
よ
う

な
も
の
で
あ
り
、
律
令
勢
力
の
大
規
模
な
進
出
に
よ
る
大
き
な
変
化
の
前
段

階
を
示
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

づ
く
植
民
は
、
地
域
全
体
を
開
発
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
領
土
を
拡

張
す
る
た
め
の
征
夷
で
、
城
柵
を
先
兵
と
し
て
軍
事
力
が
投
入
さ
れ
た
。
そ

の
結
果
叛
乱
を
誘
発
し
、
以
後
の
不
安
定
な
情
勢
の
前
触
れ
と
な
っ
た
。
一

と
三
の
地
域
の
間
に
帯
状
に
存
在
し
、
漸
移
地
帯
的
性
格
が
強
い
。

　
三
、
北
上
川
中
流
域
の
タ
イ
プ
。
夷
村
と
し
て
認
識
さ
れ
、
朝
貢
関
係
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
二
に
同
じ
で
、
夷
村
と
し
て
最
も
発
展
し
た
地
域
で
も

あ
る
が
、
磐
井
丘
陵
を
介
し
て
遠
距
離
に
あ
る
た
め
夷
郡
化
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
は
と
ち
な
か
っ
允
。
彊
接
強
力
な
軍
事
重
服
を
受
け
、
譲
た
最
も
強
力
な
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抵
抗
を
続
け
た
地
域
で
あ
る
。
坑
増
訂
置
に
つ
づ
い
て
令
制
郡
化
も
進
め
ら

れ
た
が
、
長
く
維
持
で
き
な
い
部
分
が
多
か
っ
た
。
土
地
の
開
発
は
城
棚
や

墜
村
の
周
囲
に
限
ら
れ
た
。
（
こ
の
中
は
更
に
、
胆
沢
郡
以
南
と
和
我
郡
以
北
に
二

分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

　
以
上
が
筆
者
の
検
討
し
た
事
項
の
ま
と
め
で
あ
る
。
辺
境
と
ひ
と
く
ち
に

い
っ
て
も
、
時
代
に
よ
り
、
ま
た
地
域
に
よ
り
、
そ
こ
に
生
み
だ
さ
れ
た
も

の
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
中
央
の
政
策
の
変

化
は
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
要
因
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
す
べ
て
が
決
定
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
土
地
に
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
違
い
と
、
新

た
に
投
入
さ
れ
る
も
の
の
違
い
が
相
互
に
作
用
し
、
前
述
の
よ
う
な
異
な
る

姿
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
で
以
上
の
過
程
が
少
し

で
も
具
体
的
に
明
か
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
幸
で
あ
る
。

　
こ
の
類
型
が
出
羽
の
側
で
、
あ
る
い
は
も
っ
と
一
般
的
に
通
用
す
る
も
の

な
の
か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
雄
勝
地
方
は
二
の
類
型
に
属
す
る
が
、

土
地
の
開
発
に
関
し
て
み
れ
ば
、
単
に
城
柵
の
周
囲
と
は
い
え
な
い
広
い
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

囲
に
条
里
的
地
割
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
出
羽
の
場
合
は
、
北
上
川
を
中
軸

に
、
南
北
に
平
野
や
盆
地
の
連
ら
な
る
陸
奥
と
異
な
り
、
海
岸
平
野
郡
と
内

陸
盆
地
群
が
南
北
に
並
列
レ
て
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
大
河
川
に
よ
っ

て
東
西
に
連
絡
さ
れ
る
、
と
い
う
地
勢
が
、
独
特
の
様
相
を
生
み
出
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
　
　
　
　
（
昭
和
四
七
年
一
月
二
〇
日
成
稿
）

①
高
橋
富
雄
『
蝦
夷
』
に
お
い
て
柵
戸
か
ら
強
兵
へ
の
変
化
と
さ
れ
る
も
の
（
一

　
〇
〇
一
一
〇
頁
）

②
石
母
田
正
鱒
辺
境
の
長
者
－
秋
田
県
横
手
盆
地
の
歴
史
地
理
的
一
考
察
1
（
『
歴

　
史
評
論
』
九
二
・
九
五
・
九
六
）
一
九
五
八
、
附
図
参
照
。

　
　
虎
尾
俊
哉
”
秋
田
市
北
郊
の
条
黒
制
遣
構
－
条
里
制
施
行
の
北
限
設
定
の
試
み

　
一
（
『
日
本
上
古
史
研
究
』
四
－
三
）
一
九
六
〇

　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
穴
学
大
学
院
学
生
・
京
都
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